
１　ご質問・ご意見をお寄せいただいた方の総数 ８６人

２　提出方法別の内訳

人数
39
12
1
1

区民と区長のつどいにおけるご発言 24
区民と区長のつどいにおけるアンケート 5
区政モニター懇談会におけるご発言 2
区政モニター懇談会におけるアンケート 2

86

３　ご質問・ご意見の内容による区分

件数 割合
21 11.9%
12 6.8%
2 1.1%
1 0.6%
2 1.1%
1 0.6%
117 66.1%
10 5.6%
5 2.8%
4 2.3%
2 1.1%
177 100.0%

　計

ファクス

郵送

実施計画（素案）全体に関すること

第二次区立施設委託化 ・ 民 営 化 実 施 計 画 ( 素 案 ） に

対 す る 区 民 か ら の 質 問 ・ 意 見 お よ び 区 の 考 え 方

　第二次区立施設委託化・民営化実施計画(素案」に対して寄せられた区民の皆様のご質問・ご意
見、区の考え方をまとめました。区では８月１４日～９月１４日までの期間に区民の皆様から様々なご
意見を頂戴いたしました。
　ここでまとめたものは、９月１８日（火）までにお寄せいただいたご質問・ご意見についてです。
　ご質問・ご意見の数は、以下のとおりです。

区　　　　分

提出方法
メール

広聴（区長への手紙・メールを含む）

委託化・民営化の基本的な考え方に関すること
区民館および地区区民館に関すること
福祉園に関すること
特別養護老人ホームに関すること
児童館および学童クラブに関すること
保育園に関すること
図書館に関すること
委託後の施設運営についての指導監督のあり方に関すること
第一次計画に基づく実施状況等に関すること
その他
　計

平成１９年（２００７年）１０月
練　　馬　　区
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踏まえ、要約して掲載しています。



番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

質問・意見の件数　　２１件

1

　第二次区立施設委託化・民営化実施計画（素
案）については特別な個人意見は無いものの、
私個人の考えと全く同一のものであり、一言「全
く賛成であり、支持します。」とのみ申し上げさせ
て頂きます。

　第一次計画に引き続き、第二次計画におきま
しても着実に進めてまいります。

2
　特に福祉関連を中心に委託化されているが、
片寄っていると見える。数字的な計画を示さない
と、区民としては理解できない。

　計画期間中に６０施設の委託化と２施設の民
営化を計画しておりますが、このうち福祉部と児
童青少年部関係施設は、２０です。また、平成１
６年度から１８年度においては、１６２施設につい
て委託化しましたが、このうち１１６は既に管理
委託していたものを指定管理者制度へ移行した
ものですので、これを除いた４６施設のうち、福
祉関係施設は１９でした。区が専管的に実施しな
ければならないものを除き、すべての区立施設
について委託化・民営化を検討・実施しており、
福祉関連を中心にして委託化・民営化するという
意図はありません。

3
　維持管理費の削減や省エネの推進のため、民
間業者への委託が必要なのではないか。

　経費節減に努めるとともに、省エネルギーなど
環境への配慮を進めていきます。

4
　借金は区民のせいではない。なぜ委託化・民
営化という形でシワ寄せを区民が受けるのか。

　借金は、国民や住民、そして子どもたちが背負
うものですが、その重荷を軽減するためにも、委
託化・民営化は必要です。また、サービス水準を
維持するとともに、区民ニーズへの柔軟な対応
に努めます。

5
　区がやっていたことを民間に委託する理由は
何か。

　区政運営にあたっては、最少の経費で最大の
効果を挙げることが必要であるとともに、区民や
事業者との協働によって、よりよい地域社会を築
いていくことが必要です。このため、民間にでき
ることは民間に委ねることを基本としているもの
です。

6 　民間委託は、憲法に抵触するのではないか。
　地方自治法には「最少の経費で最大の効果を
挙げるようにしなければならない」との規定があ
り、憲法違反ではありません。

7

　民間委託についての賛成意見がないように思
うが、このような会を開いても意味がないのでは
ないか。２０万人の反対署名をどう考えているの
か。

　直接サービスを受けられている方々に、民間
委託に反対のご意見があることは理解できます
が、民間委託は将来にわたって持続可能な社会
を築いていくための国の大きな流れです。

8

　１９年度から２２年度までに６２の区立施設を委
託化・民営化する基本的な考え方については、
一応理解いたしました。拡大する区立施設の中
で、保育所と福祉園は他の施設と同じ考え方で
民間委託していいのか、疑問を持っております。

　保育園や福祉園など福祉的施設については、
社会福祉法人など民間事業者による設置・運営
実績が豊富にありますので、適切な運営が可能
と考えております。なお、福祉的施設について
は、指定管理期間を他施設の３年に対して５年
とするとともに、運営実績が良好な場合には更
新が可能とするなど、運営の継続性とサービス
水準の確保に配慮しています。

9
　行政のスリム化の方向性は賛成。ただし、委託
化・民営化は、施設利用者のトラブルがないよう
に賛同を得て進めて欲しい。

　委託化・民営化を予定している施設をご利用
の皆様には、説明会を開催するなど、ご理解を
得られるよう努めていきます。

「第二次区立施設委託化・民営化実施計画(素案）」に対する質問・意見および区の考え

１　実施計画(素案）全体に関する質問・意見

(１)　実施計画(素案）全般に関する質問・意見

1



番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

10
　まだ委託化も決定していないのに、区報で指
定管理者を募集したのは、おかしい。

　練馬文化センター、大泉学園ゆめりあホール、
東京中高年齢労働者福祉センター（サンライフ
練馬）、勤労福祉会館、関町リサイクルセン
ター、春日町リサイクルセンター、区立自転車駐
車場およびねりまタウンサイクルについては、現
在の指定管理者の指定期間が平成２０年３月３
１日までですので、２０年４月１日以降の指定管
理者を改めて募集しました。
　また、大泉町福祉園については、第一次計画
において、施設のあり方などを１６年度から検討
し、その結果を踏まえて１８年度に福祉園委託化
計画を策定し、委託化を進めることとしました。こ
の検討結果に基づいて、１９年６月に練馬区立
知的障害者援護施設条例を改正し、２０年４月１
日から指定管理者制度を導入することとしたも
のです。

11
　委託化計画は事前告知がないなど、性急であ
ると考える。パブリックコメントの提出期限が早す
ぎる。

　実施計画の素案の段階から周知に努めており
ます。また、各施設の委託化に先立って利用者
等への説明に努めております。パブリックコメント
については、制度を定めて、一定の基準により
進めています。

12
　委託化等の方向は明確に定まったものである
ことをきちんと説明し、それを円滑に進めること
についての議論に出席者を誘導すべき。

　平成１６年３月に策定した「委託化・民営化方
針」に基づき、１６年度から１８年度を計画期間と
する「区立施設委託化・民営化実施計画」を策定
して、委託化を進めてきました。第二次計画は、
これまでの取り組みを踏まえて、１９年度から２２
年度に委託化または民営化すべきものを計画化
するものです。今後とも周知に努めます。

13

　区民と区長のつどい（９月１日）では、豊玉第二
保育園に時間を費やされ、無駄を大いに感じ
た。保育園については別途、区長とのつどいを
開催してほしかった。

　区立保育園の民間委託についての説明会を
別途開催しています。

14

　一部の理解不足者の厳しい意見に答えるのは
大変でした。民営化についての基本的理解を深
める努力が今後、必要と思う。効率化と費用負
担の理解を深める努力が必要と思う。

　区報やホームページへの掲載により、委託化・
民営化について引き続き周知を図ってまいりま
す。

15

　素案にある「委託後の施設運営についての指
導監督のあり方」も重要ではありますが、業者の
「評価の対象項目・内容」と「選定・決定」のプロ
セスを、区議会議案提出の前段階で学識経験
者による詳細な「検証」を受けることとし、なお、
その結果を区民にも公開するシステムを構築す
るのが望ましい。
　そして、この公開が、談合が生じる危険性を排
除する一方、官民癒着の疑念を生じさせないよ
うな副次的効果も生むものと考えます。公明正
大な評価・選定・検証の内容とプロセスを区民に
公開することも、「区民サービスの向上」に資す
るのではないでしょうか。

　指定管理者の選定に当たっては、通常の管理
委託業務に比べ一層の公平性・透明性が求めら
れておりますので、平成１７年５月に「指定管理
者の募集・選定情報に係る情報公開基準」を設
けて公開しております。
　また、指定管理者の選定にあたっては、外部
の有識者を加えて評価するなど公平性・客観性
の確保に努めています。

16

　民営化は、営利目的である。命にかかわること
を民間に委ねることは間違っていると考える、行
政サービスの委託化・民営化には納得がいかな
い。

　保育園や障害者施設など福祉施設をはじめ、
多くの公共的サービスを民間事業者が担ってい
ます。委託化・民営化は、区民・事業者と協働し
てよりよい地域社会を築いていくために必要で
す。区は、サービス水準を維持するために指導
監督などに努めていきます。

(３)　担い手の選定に関する質問・意見

(２)　実施計画の策定や委託の進め方に関する質問・意見

2



番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

17

　施設の委託先として、民間と区関連団体の二
つがある。区関連団体への委託は、委託者の発
言力が強くなる傾向がある。わきまえた受託者
を選択すべき。

　区関連団体へ委託する場合であっても、委託
仕様書や指定管理者との協定に基づき運営さ
れます。区は受託者が適切なサービスを提供す
るよう受託者への指導監督に努めていきます。

18
　区のOBの方々が事務局長などをされている団
体への委託を進めるべきではないか。公務員経
験の豊富な人材を活用すべき。

　適切なサービス提供ができるよう、それぞれの
施設ごとに最適な事業者が受託できるよう受託
団体の応募条件などを定めております。区の退
職者が就職していることを理由として、受託者と
することはありません。

19
　委託化の効果について、基金もあり財政的に
逼迫しているとは思えない。充分な検討期間が
必要なのではないか。

　財政については、基金は約５００億円ですが、
借金は約９００億円あります。施設の維持保全に
ついては「区立施設改修改築計画」を作成しまし
たが、今後施設の大規模改修や建替えなどで、
今後２０年間に約１，８００億円かかることなどを
考えれば、余裕はありません。

20
　民営化に伴うサービスの問合せ・手続き・苦情
先などの窓口整備と区民へ解り易い対応方法
の情報周知も大切です。

　施設運営を委託しても区立ですので、練馬区
施設全体の課題として窓口サービスの向上に取
り組みます。（「行政改革推進プラン」の「９　窓口
サービス向上への取組強化」もご参照くださ
い。）

21
　関係職員には、民営化に対し計画・管理するプ
ロとして自覚を持ってほしい。

　職員としての役割を十分に果たすよう人材育
成に努めます。

質問・意見の件数　　１２件

22

　民営化された保育園もしくは民間の保育園で
は時給８００円で保育士が働いています。こんな
安い給料ではやってゆけないからすぐにやめて
しまう。区報によれば２００４年～２００７年で新行
政改革プランによって４１２人の職員のクビが切
られたとあります。また、第二次民営化実施計画
で約２００人の職員のクビを切るとあります。
　今の格差社会の第一の原因は民営化です。貧
困を作った原因も民営化です。民営化は絶対反
対です。

　雇用形態の多様化が進む中で、区は委託化を
通じて区民雇用の拡大に努めています。また、
受託者には職員の勤務条件等について法令遵
守を義務づけています。区立施設の委託化・民
営化が格差社会や貧困の原因とは考えておりま
せん。

23

　福祉施設の民営化などにおける「行政のスリ
ム化」というのが、不安定雇用を促進するような
ものであっては良くない。
　区の方で、各受託業者の雇用にまで口を出せ
るものなのでしょうか。処遇をきちんとできない事
業者は初めから選ぶべきでない。
　もしも、民営化を進めるならば、人間相手、福
祉業界は特に「働く人の処遇」を重視するような
事業者を選んでほしい。利益を追求しない社会
福祉法人のような事業者にするべきだ。
　民営化は「安い値段で民間に丸投げ」という図
式だけは無いようにしていただきたい。

　委託化した施設において職員の勤務条件等に
ついて法令遵守を義務づけるとともに、福祉施
設では職員の配置基準を定めたうえで、適正な
運営に必要な管理業務費を支払っています。
サービス水準を満たす事業者を広く公募するこ
とにより、適正かつ良好な運営ができる事業者
を選定したいと考えています。

(４)　財政状況に関する質問・意見

(５)　区職員・組織に関する質問・意見

(１)　雇用創出および雇用条件に関する質問・意見

２　委託化・民営化の基本的な考え方に関する質
問・意見

3



番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

24

　すべての民託・民営化に反対ではないが、直
接人の手と手がふれあうような業種については
慎重であるべきだと思う。
　乳幼児、障害者、一部高齢者等、自らの意志
を必ずしも十分に伝えられない状態にある人た
ちを対象とする仕事を民間委託する場合は、受
託業者に対し、現在これらの仕事を担当してい
る区職員の労働条件（給与、労働時間、社会保
険等）に準じた待遇を現場労働者に保障するこ
とを委託条件とすべきである。
　民間委託が区行政によって新たなワーキング
プアを生み出す契機になってはならないと思う。
結論的にいえばこれらの事業は公的機関が責
任をもってになうものと考える。

　福祉施設については民間において設置運営の
実績が豊富にありますので、委託化によって適
切なサービス提供をすることは可能と考えてい
ます。
　委託化にあっては、職員の勤務条件等につい
て法令遵守を義務づけるとともに、福祉施設に
ついては職員の配置基準を定めることなどに
よって、適正な運営が確保されるよう努めていま
す。

25
　雇用創出となるとのことだが、雇用条件は悪く
なるのではないか。

　区は、「雇用創出等による地域の活性化が図
られること」を委託化・民営化の実施基準の一つ
とし、多様な就労ニーズに対応した雇用を創出し
ており、一概に雇用条件が悪化するとは考えて
いません。

26
　再委託はないようにしていただきたい。民への
移行は反対しないが、労働条件の厳しい中、民
間へ我慢を強いることのないようにしてほしい。

　再委託については、指定管理者と基本協定を
結んでいるため、区の承認した清掃等の一部の
作業を除いて、第三者への再委託はしていませ
ん。職員の勤務条件等については法令遵守を義
務づけています。

27

　委託後も雇用創出となっていない。区外からの
雇用も多く、受託会社の本社も区内にない場合
がある。「委託化・民営化の実施基準」の４点とも
うまくいっていないのではないか。見直すべきで
ある。参議院議員選挙の結果を見ても、社会の
ニーズは変わってきている。世論をどう受け止め
るのか。

　案に掲載した第一次計画の委託化の効果のと
おり、「委託化・民営化の実施基準」に照らした
効果を上げております。
　区政モニターアンケートにおいて９割以上の方
が、行政改革は必要であるとされており、引き続
き委託化・民営化を推進すべきと考えます。

28
　委託化・民営化が格差社会を生み出している。
財政効果についても、５００人の職員の削減は、
職員の首切りではないか。

　委託化した施設では、職員の配置転換をして
おり、２００人の職員削減は、退職不補充による
削減です。役所の仕事は、従来は効率性をあま
り重視していなかった点もあり「最少の経費で最
大の効果を得る」ことが課題です。委託化によっ
て多様な就労ニーズに対応した雇用を創出する
とともに、職員の勤務条件について法令遵守を
義務づけるなど適正な運営の確保に努めていま
す。

29

　「民間にできることは民間に委ねる」とあります
が、なぜ区の業務を民間に委ねなければならな
いのかという事がどこにも書いていません。
　さらに区報を読む限りでも２００人”職員削減”
をしている一方で雇用の創出をする事、この計
画が何をしたいのかわかりません。

　地方自治法には「最少の経費で最大の効果を
挙げるようにしなければならない」との規定があ
ります。委託化によって、サービスを低下させず
に効率的にサービスを提供することで、自治体
の義務を果たしていきます。また、区職員を配置
した施設を委託することによって、雇用の場を提
供し、地域の活性化をめざします。

30

　指定管理者制度が、果たして有効なのだろう
か。今後、老人ホーム等の需要が増加していく
のに、民間に任せることに不安を覚える。費用が
安いからという選択でいいのか。

　委託化・民営化の実施基準に基づいて、適正
な運営が行われるように努めています。
　また、委託化した施設において、サービス水準
と適正な施設管理を確保するため、モニタリング
システムを確立します。

31
　省エネにより削減された経費は、福祉に回す
べきである。

　施設所管の本部や部において、事業の充実等
に役立てていきます。

(２)　効果に関する質問・意見
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32

　「区が専管的に実施しなければならない事務
事業を除き、（中略）委託化または民営化を積極
的に推進する」とあるが、このような表現だと、専
管的以外の事業は軽く見られてしまうのではな
いか。

　区以外においては実施することができないた
めに専ら区が実施する事務事業を「専管的」と表
現しています。現在、区が実施している事務事
業であっても、民間で実施できるものについて
は、委託化・民営化を進めます。

33

　民営化して経費削減することにより、業務を担
当する人にシワ寄せがいく。コスト削減ばかりを
考えていると、サービスを受ける側に被害が及
ぶ可能性がある。

　委託化・民営化にあたっては、経費の削減だけ
でなく、サービス水準の維持、区民ニーズへの
柔軟な対応、雇用創出等による地域活性化を実
施基準としています。
　また、モニタリングシステムの確立により、サー
ビス水準と適正な管理の確保に努めます。

質問・意見の件数　　　２件

34

　地区区民館の利用者の増加のためには、地域
の住民の協力が望ましい。全部委託することが
できるようになることは難しく、多少時間をかけて
進めることがよいと思う。

　地区区民館では、地域住民の皆さまに、より深
く地区区民館の運営に関わっていただけるよう、
地域住民への業務委託を進めているところで
す。
　その中で、受託した地域住民の方々と区が協
働して、地区区民館が地域の皆さまにとってさら
に魅力的な施設となるよう努力していきます。

35
　区民館、地区区民館の委託について、計画を
聞きたかった。

　区民館は平成２０年度より、区の直営から業務
委託に変更します。地区区民館は、運営委員会
（協議会）への昼間委託の拡大を進めており、現
在６館で実施しています。地域住民の皆さまに、
より深く地区区民館の運営に関わっていただけ
るよう、今後も各館の運営委員会（協議会）との
協議を進め、管理運営業務の委託を拡大してま
いります。

質問・意見の件数　　　１件

36
　大泉町福祉園の指定管理者制度については、
どのように進めるのか。

　福祉園委託化計画に基づき、利用者および父
母の皆様のご理解、ご協力を得ながら、平成２０
年度より大泉町福祉園に指定管理者制度を導
入することとしました。１９年６月の区議会では条
例改正を行い、８月に公募を行いました。今後、
区議会での指定議決を経て、２０年４月1日より
指定管理者による管理運営を実施する予定で
す。

質問・意見の件数　　　２件

37

　区業務の民営化は絶対に反対です。特に特養
ホームの民営化について。私の母は、民間の老
人ホームで、誤飲で亡くなりました。それは、職
員の絶対数が少ないことと、パートさんばかり
で、利用者である母の状態について引き継ぎが
きちんとされていなかったということです。完全に
民営化にしてしまえば、同じことが起こります。職
員の労働条件の切り捨ては、介護事故に直結す
るのです。保育園だって大混乱が起こったでは
ありませんか。

　民営化を予定している区立特別養護老人ホー
ムについては、介護保険法および厚生労働省令
により入所者数に対する配置職員数が規定され
ております。このため、同施設を民間の社会福
祉法人が運営した場合においても、ご心配のよ
うな配置職員数の差は生じません。
　また、適切な事業者選定により、サービス水準
の維持・区民ニーズへの柔軟な対応・雇用創出
等による地域の活性化などを図ることができると
考えております。
　なお、区立特別養護老人ホームの運営につい
ては、現在は利用料金制を採用した地方自治法
上の指定管理者による運営となっております。

５　特別養護老人ホームに関する質問・意見

４　福祉園に関する質問・意見

３　区民館および地区区民館に関する質問・意見

(３)　委託化・民営化の基本的な考え方に関するその他の質問・意見
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38

　特別養護老人ホームで、事故で母親を亡くし
た。民間は、職員数や職員の質に問題があると
考える。民営化によって労働条件が落ちれば、
サービスは悪くなると考える。これは、命の問題
だ。

　民営化を予定している区立特別養護老人ホー
ムについては、介護保険法および厚生労働省令
により入所者数に対する配置職員数が規定され
ております。このため、同施設を民間の社会福
祉法人が運営した場合においても、ご心配のよ
うな配置職員数の差は生じません。
　また、適切な事業者選定により、サービス水準
の維持・区民ニーズへの柔軟な対応・雇用創出
等による地域の活性化などを図ることができると
考えております。今後とも、区としての指導・監督
は充分に行っていきます。

質問・意見の件数　　　１件

39

　子どもの成長と発達を保障するうえでも、児童
福祉法にもとづいて運営されている子どもたち
の施設、児童館、学童クラブの民間委託化を検
討の対象にすることはやめてください。

　学童クラブについては、既に民間が運営してい
るクラブが５か所あります。学童クラブの運営
は、必ずしも区が直接行わなければならないも
のだとは考えておりません。児童館のあり方も含
め、民間委託の拡大を検討していきます。

質問・意見の件数　１１７件

40

　そもそも待機児童の問題は区が長年その問題
を放置してきたために発生した問題であり、民営
化事業と合わせて議論する内容ではないはずで
す。まず、他の経費を削減し区の責任で待機児
童0％を達成したときに民営化の話が出るのは
議論の余地がありますが、行政の怠慢を保護
者・児童にかぶせ、選択の余地がないような計
画を立てている区の方針に異議があります。

　待機児童解消のため、区はこれまで認可保育
園の新設や分園の設置、認証保育所の新設に
より、平成１４年度以降１，０４０人の定員拡大を
図ってきましたが、１９年４月１日現在２４３名の
待機児が生じています。区立保育園の運営業務
を民間事業者に委託することにより節減できた
財源を活用し、引き続き定員拡大を進め待機児
の解消を図るとともに、延長保育の時間延長や
一時保育の実施など、保育サービスの充実を図
ります。

41

　「三つ子の魂百まで」といわれるように乳幼児
期の様々な体験は人の人生に大きな（決定的
な）影響をもたらす。それだけに練馬における保
育園の民間委託を進めるにあたっては、これま
で練馬が築いて来た障害児保育や０歳児保育
などの「高い保育水準」を崩さないことが前提に
なるべきだと考える。

　これまで練馬が築いてきた障害児保育や、０歳
児保育などの「高い保育水準」については、運営
業務を委託しても維持していける事業者を確保
していきます。

42

　今回の素案ではⅢ－１「戦略的組織運営の確
立」で、５年間で職員数６００名の削減を打ち出
し、「第２次民営化計画」では平成２１、２２年度
で４園を民間委託化する計画を明らかにしてい
るが、第１次委託の状況を冷静に分析すればそ
の失敗は明らかである。「民営化」でもたらされ
た親子の犠牲について行政は正面から受け止
めるべきだ。「各年度２園を民営化し、２８年度に
区営保育園と私立・民間保育園を概ね半分にす
る」という今回の計画は練馬区でこれまで培わ
れてきた「高い保育水準」を破壊するものでしか
ない。

　区立保育園の委託化については、これまでの
保育水準を破壊するものとは考えていません。
優良な委託事業者の確保や引継ぎ期間・引継ぎ
内容の整理などについて検討・実施し、スムー
ズな移行を図ります。

６　児童館および学童クラブに関する質問・意見

７　保育園に関する質問・意見

(１)　保育園の全般に関する質問・意見
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43

　保育だけでなく今回のプラン全体について「区
民本位の行政サービスの提供」を前面におしだ
しているのだから、仮にその実施内容が「区民意
識意向調査」や「満足度調査」によってサービス
低下が明らかになった場合は、計画を見直すこ
とを明記すべきだ。「調査さえすれば」それで終
わり、ではなく「調査結果をどう読み取り改善す
るか」の点検が無ければ調査は全く意味をなさ
ない。経費削減・人員削減を目的に乳幼児の環
境破壊をもたらすような公立保育園の民間委託
は一切認められない。

　保育園の運営業務の民間委託は、単に経費
削減や人員削減のみを目的として行うものでは
なく、待機児童解消や様々な保育サービスを限
られた財源の中で充実していくために行うもので
す。
　第三者評価などにより、運営内容等のチェック
を行っていきます。

44
　なぜ、区立保育園のまま延長保育や休日の
サービスを実施できないのでしょうか。

　区立保育園のまま延長保育や休日保育を実
施するためには、職員の新たな配置に伴う増員
が必要となり、高いコストがかかることから困難
です。

45
　今のやり方で、本当に待機児童が解消になり
ますか。

　待機児の解消については、私立認可保育園の
誘致による新設や、認証保育所の新設等によっ
て取り組んでいきます。

46
　民間委託推進のスケジュールは、いきあたり
ばったりすぎませんか。

　保育園の運営業務の民間委託については、平
成１６年８月に計画を公表し、既設の保育園につ
いては、これまでに３園を委託しています。この
たびの計画は、２１年度から２８年度までの８年
間の１０年後を見据えた中長期の取組みです。

47
　話し合いの場には、是非、区長自らが出席して
下さい。

　話合いの場に出席している担当職員は、区の
方針の下に各々の職務を組織的に遂行してお
り、区長へ逐次報告しております。

48

　民間委託の説明の中で、区は、子育て事業の
拡充をはかっていると説明がありました。その一
つが中学生までの医療費無料化です。これは本
当に必要な事なのでしょうか。病気にならない為
に施策を子供にもする方が建設的だと思いま
す。

　中学生までの医療費の無料化については、少
子化対策の一つとして、子育てのコストを社会全
体で負担し、出生率の向上、次世代の担い手を
育成していくための重要な取組みと考えていま
す。

49

　他の自治体では、ガイドラインとして株式会社
を除く例が見られます。練馬区は、なぜ株式会
社を除かないのでしょうか。株式会社のメリット
はなんだとお考えですか。

　平成１２年に国の規制が緩和され、地方公共
団体または社会福祉法人に限定されていた認
可保育園の運営主体が株式会社、学校法人、Ｎ
ＰＯ等にも認められるようになりました。社会福
祉法人以外の運営主体については、新たな発
想による保育内容の提供や事業運営にかかる
経費の削減等が期待されることから、区立保育
園の保育水準を満たす事業者であれば広く公募
することにより、適正かつ良好な運営ができる事
業者を選定したいと考えています。

50

　光が丘第四保育園には、民間委託になった第
八保育園から転園した子どもがいます。光が丘
第四保育園が民間委託になった場合、また転園
せざるを得ない事態となる可能性があります。な
ぜ、委託園の選定に配慮がないのでしょうか。

  委託対象園の選定にあたっては、延長保育の
利用が見込まれること、通園の利便性(主要鉄
道駅至近)、定員規模、認証保育所等他の保育
施設の周辺配置状況、区立保育園の配置状況
および地域バランスを考慮しました。
  光が丘第八保育園からの転園者のいる保育園
については、該当児童が卒園するまでできるだ
け委託実施にならないように委託年次の考慮を
しております。
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51

　「民間委託説明会」に参加しました。まず強く感
じたのは、区側は、「委託することがすでに前提」
になっていて、協業・検証を、全然する気が無い
のだという事です。難しい言葉や前置きはいらな
いので、分かりやすく、誰にでも分かるように説
明してください。先の説明会では、話は聞き取り
にくく、複雑、遠まわしな言い方で、質問にもまっ
すぐ答えていない、と感じました。

　新行政改革プラン(平成１６～１８年度)に基づ
き、平成１８年度までに既設保育園３園、新設保
育園１園の運営業務を委託しました。今後も２１
年度～２８年度の８年間で毎年２園ずつ委託を
進め、計１６園の委託化を実施するものです。
  委託の必要性などについては、対象園での説
明会などを通じてお示しいたします。

52

　保育を株式会社に委託するというのは無理が
あると思います。株式会社は利益を追求する業
態だからです。人件費を切り詰めることのみに関
心がいくと、すぐれた人材など集まるはずがない
のは明らかです。みんなすぐ辞めてしまいます。
光が丘第八保育園に関しては新聞折込の求人
にも頻繁に募集が出ています。保育は低い時給
でなんとかなるお仕事ではないと思います。子の
命を預かる仕事です。取り返しのつかない事に
なる前にもう少し真剣に考えた方が得策だと思
います。

　株式会社ということで、保育運営を任せられな
いとは考えていません。ちなみに、東京都の認
証保育所は、ほとんどが株式会社の運営する施
設です。また、運営業務の委託においては、運
営に必要な費用を積算し、契約しております。

53

　これだけ大きな計画を進めたいのであれば、
区長は今回の４箇所での集いだけでなく、保育
園保護者と直接対話の場を持つべきだと思いま
す。
　この保育園委託化の計画は、保育園保護者の
信頼など得られなくとも断固すすめていくもの、
保育園の親子に“痛み”を与えてもすすめなくて
はいけないもの、なのでしょうか。
　練馬区の障がい児保育を受けたくて、練馬に
引っ越されてきた方を知っています。私自身は、
そういう区民の貴重な財産をこれからも守ってほ
しい思いでいっぱいです。練馬の保育を区民とと
もに積極的に位置づけていく議論は、計画実施
前の今しかできません。

　保育園委託についての保護者への説明は、組
織的対応として所管部課が行うべきものであり、
他の課題でも区民への説明はそれぞれの所管
組織で同様に対応しています。
　もちろん、区としての方針や計画に基づき、随
時区長に報告し、指示も受けております。
　障害児保育など、区の有する保育の経験や知
識を、受託事業者に引き継がせるため、区研修
への参加や巡回指導助言を行っていきます。

54

　優良な受託事業者が残っていないのではない
かと心配されている区民もいらっしゃいます。保
育という福祉の現場を担う人材があるのか不安
です。区が光が丘第八、石神井町つつじ、向山
の3園の民託化で学び、運営移管の新しいプラ
ンを持ったとしても、また経験のある事業者がこ
れを受けたとしても、それを実現するのは保育士
をはじめとする現場のスタッフであることに違い
はありません。人材市場の量と質を確保してい
らっしゃるのでしょうか。

　増大する保育ニーズに応えていくためには、単
にサービスの拡大を図れば済むのではなく、担
い手の育成が大きな課題です。
　保育サービスを担う人材育成・確保は、事業主
体が公であれ民であれ必要なものであり、区とし
ても努めてまいります。
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55

　人材市場は、これから物凄い勢いで売り手市
場になるでしょう。これは新しく委託する園の人
材をそろえることが困難になるというだけでなく、
人材の流動化を引き起こし、既存の公設民営園
のスタッフをも巻き込み、これまでの成果までも
反古にすることになりかねません。区長は最初、
保育園の民間委託を宣言するにあたって、練馬
区および近隣の雇用を生むと仰っていました
が、実際には光が丘第八保育園の時点ですら、
それが実現していません。また園長交代の場面
で、受託事業者の担当部長が、北は北海道、南
は沖縄まで探したが新しい園長の人材を見つけ
られなかったと、保護者の前で頭を下げたのを
お忘れないようお願いします。その上で人材確
保を見据える立場から、本実施計画素案、それ
以後、平成２８年度までの保育園の民間委託計
画は、無謀であるとしか映りません。この計画が
人材という観点から実行不能でないとするなら、
その根拠を教えてください。

　事業者の人材確保をより容易にするための一
方策として、本委託までの期間を約１年ほど取る
こととしております。
　良い保育を行うためには、良い事業者だけで
なく、良い保育士(現場スタッフ)が必要なのは、
仰せのとおりです。
　中長期的な計画をお示しすることは、これから
保育園を利用する方々に、多様な選択肢を提供
する意味でも重要です。
　増大するニーズに対応して保育サービスの拡
充を図っていくためには、事業主体が公であれ
民であれ人材確保が必要と考えています。

56

　選定委員会の中に委託先予定園の父母もしく
は、父母からの推薦者を追加して欲しい。
　もしくは、父母側からの推薦業者があった場合
にはその業者への加算ポイント制なりを実施し、
父母の意見が反映される選定委員会として欲し
い。（練馬区が勝手に民間委託を実施するのだ
から、父母側の意見反映が優先される配慮が
あってしかるべき！）
　光が丘第八保育園で委託先を決める際に上記
のやり方を1回目に実施して、決まらなかったの
で行政側で勝手に決めると言うやり方になった
のは理解している。だが、今後１６園も民間委託
を実施する予定であれば行政側が勝手に委託
先を決めたと言うやり方が慣例となってしまうと、
練馬区側が説明会で言っている「保育の質を下
げない努力をしていく」との言葉が嘘になってし
まう。

  選定委員会への保護者の方の参加について
は、「保護者の方が参加すれば納得がいく」とい
う考えと、「全保護者の方の委任を受けなければ
代表の方の負担が重いが、代表の保護者の方
が責任を持てるのか。」という考えと見解が分か
れるところかと考えています。
　応募事業者のプレゼンテーションを該当園の
保護者の方に公開し、保護者の方の意見を選定
委員会での審査に反映させる仕組みを検討しま
す。

57

　請け負った事業者がランニングコストを下げる
ため、人件費の安い市場（派遣労働者など）から
職員を募集しています。このことは、多くの場合
において、区立保育園の職員よりも、経験や責
任などの点において劣ります。そのことが、結果
として保育事業の質を下げ、また事故などの危
険性を高めています。

　事業者の選定に当たっては、区の保育内容を
引き継ぐことを基本に、事業者を募集選定しま
す。
　委託経費は、社会福祉法人が運営できる視点
から積算しますので、人件費を切り詰めなけれ
ば運営できないものではありません。

58
　区立保育園という看板をはずさない限り、どの
園も公平な保育水準を保つための職員配置でな
くてはおかしいのではないでしょうか。

　常勤職員等の配置数については、区の基準に
基づく人数を示し、その配置数以上の配置として
仕様書で示しています。
　保育士については、園長や主任などの別で、
実務経験年数を必要とすることとしております。
　栄養士については、集団給食の実務経験、ア
レルギー対応、０歳児給食の経験、調理員につ
いては、集団給食経験など職種ごとに細かく規
定し、保育内容の継承をできる職員体制として
おります。

9
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59
　２８年度に区営とそれ以外の園を、半々の数に
するという根拠も、説明がなされていません。

　基本は、公的サービスのうち「民にできることは
民に」という時代の潮流に合致した取り組みで
す。
　全国や大都市の公営と民営の割合(概ね半々)
に比べて、直営比率の高い(7割)練馬区の運営
主体を、平均的比率となるよう当面の取り組みと
して設定したものです。
　区立の比率が高いことは、義務的経費である
人件費に予算が必要となり、財政の硬直化を招
き様々な面でサービスの充実ができなくなりま
す。

60

　保護者・現場職員・学識経験者などの意見を
もっと聞き、区として、最良の方法をきちんと研
究するべきだと思います。委託園の数だけ、経
費の削減だけに目がいっているように感じます。

　保育園の運営業務の民間委託は、単に経費
削減や人員削減のみを目的として行うものでは
なく、待機児童解消や様々な保育サービスを限
られた財源の中で充実していくために行うもので
す。

61

　練馬区に住んで15年、子供がいるうちには大
変住みやすくいつづけています。この度 したの
子が通う保育園が民営化になると通達がありま
した。保育園の先生は それは経験、知識が豊
富で 自慢したくなる先生ばかり。私も学ぶことが
多く親子で心底信頼しています。民営化になると
先生方がいなくなるとのこと、私は保育園という
場所に子供を預けているのではなく今の先生方
に預けています。なので民営化になる必要は あ
りません。

　区は、現に保育園に通われている方のニーズ
に応えるとともに、これから子を産み育てる若い
世代のニーズにも対応していかなければならな
い使命があります。さらには、保育園に入りたく
ても入れないで待機となっているお子さんがいま
だ多数おります。保育園の運営業務の民間委託
を進めるのは、在宅で子どもを育てている家庭
を含め、全ての子ども家庭が、必要な時に、必
要な保育サービスを受けることができる体制づく
りを目指しているからです。

62
　何故公営と民間の比率を全８０園の半々にし
なければならないか、根拠、理由が解かりませ
ん。明確な答え、根拠を教えてください。

　現在区が直営で運営する保育園の数が、７割
を占めているということから、当面、直営の保育
園と民間事業者が運営する保育園の比率を、他
自治体の平均値に近づけるために、今後１０年
間の中で平成２１年度から毎年２園ずつ委託し
ていくことで、概ね半々にしていくというもので
す。

63

　区民と対話して、民間委託のガイドラインを作
らないのですか。ガイドラインは計画に盛り込ん
であると言うが、他区の作ったガイドラインとは、
計画の前に保護者との整合を取った、保育の質
が低下しない為の選定基準や方法をまとめたも
ので、練馬区のように子供達や区民を無視した
計画書の事ではありません。よって練馬区には
ガイドラインはありません。

　委託化のガイドラインについては、「委託化・民
営化方針」のほか、「指定管理者制度の適用に
係る基本方針」を定めています。

64

　光が丘第四保育園の計画ではプラス１時間の
延長保育とありますが、それをメリットと思う人よ
り、委託の問題でデメリットを感じる保護者の方
が圧倒的に多いのに、それでも委託を実行する
のですか。

　区は、現に保育園に通われている方のニーズ
に応えるとともに、これから子を産み育てる若い
世代のニーズにも対応していかなければならな
い使命があります。さらには、保育園に入りたく
ても入れないで待機となっているお子さんがいま
だ多数おります。保育園の運営業務の民間委託
を進めるのは、在宅で子どもを育てている家庭
を含め、全ての子ども家庭が、必要な時に、必
要な保育サービスを受けることができる体制づく
りを目指しているからです。

65

　選定委員の人数の割り振りですが、有識者よ
り区側の人数の方が多いと聞きました。正確に
は何人で、どのような割合で行いますか。区側
のほうが多いというのは、光が丘第八保育園で
の選定失敗に対しての対策ですか。

  選定委員会の構成については、プロポーザル
方式による業者選定実施方針により、部長級以
上の委員を長とする４名以上の関係部課長等に
より構成するとされております。人数について
は、有識者委員２名と区の職員５名を予定して
いますが、確定したものではありません。
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66

　区が２年前から進めている「保育園の民間委
託」の推進に非常に心を痛めております。特に
平成２１年に光が丘第四保育園が当該園とされ
る計画が発表され、我々在園家庭は一同に
ショックが深く、精神的な重荷となっております。
　その主な理由は、これまでの練馬区のずさん
な計画と実施で既に民間委託となった保育園
（特に光が丘第八保育園）の悲惨な現状をつぶ
さに見てきたからです。またその対応でボロボロ
となり犠牲になった家庭や不本意にも転園する
ことになった多くの家庭、度重なる先生の退職で
精神的に不安になった子供たちや数々の安全
事故などを見てきました。それらの事件やトラブ
ルの検証もせず保育行政の失敗を拡大させて
いる現状に憤りさえ感じます。
　ぜひとも子供達やその家庭を不安だらけの生
活に陥れる、民間委託は中止して下さい。

　保育園の運営業務の民間委託は、待機児童
解消や様々な保育サービスを限られた財源の中
で充実していくために行うものです。すべての子
ども家庭が、必要な時に必要なサービスを受け
られる体制づくりのためには、実施していかなけ
ればならないと考えています。

67

　委託園の配置の偏りを是正せよ。今後、平成２
８年までに民間委託される１６の保育園のうち８
園が光が丘地区とされている。既に委託化した
光が丘第八保育園を含めれば、光が丘にある１
１の区立保育園のうち９園が民間委託されること
になり、あまりにも偏りすぎている。
　しかも、光が丘の保育園はすべて120名規模
の大規模園である。さらなる委託に際しては光
が丘第八保育園の改善策を踏まえて計画してほ
しい。さらに、120名規模の園の運営能力を有し
た十分な数の業者・団体が確保できるのかどう
かも含めて検討したうえで、委託計画を策定す
べきである。

　光が丘地区の今後委託予定の保育園の数に
ついては、光が丘にある１１の区立保育園の中
での数ではなく、北町、氷川台、春日町等を含ん
だ郵便番号１７９の地区内で８園ということです。
　今後の委託予定の保育園の中には、大規模
園だけではなく、豊玉第二保育園や北町保育園
のように、中規模程度の保育園も含めて計画化
しております。

68

　委託化の決定には地域住民の意見を反映させ
よ。民間委託される園の決定に際し、計画段階
で、住民や園に通わせている地域住民の意見が
反映されないのはおかしい。在園の保護者の
ニーズを聞かずに、延長保育のニーズがあると
判断するのは間違いである。通わせている当事
者の保護者や、これから通わせる予定の近隣の
保護者のニーズ調査がされた覚えはない。

  委託園の決定に際しては、区が責任を持って
年度および実施園を選定しない限り、計画をまと
めるのは非常に困難と考えております。また、在
園の保護者のニーズを聞かずに延長保育の
ニーズがあると判断するのは間違いとのご指摘
ですが、今後保育園を利用される方々の延長保
育のニーズは、これまでの実施園の実績を見ま
すと、年々増加してきております。

69

　待機児童の解消には保育園を新設するべき。
都内2番目（Ｈ１８）であった練馬区の待機児童数
の多さを区としては十分認識のうえ、区の予算
編成を児童福祉優先に是正し、保育園増設のた
めの予算を十分に確保するべきである。そのう
えで、効率性を重視するのであれば、延長・夜
間・休日保育など公的機関で対応不可能なサー
ビスについてのみ民間委託もやむを得ないと考
える。民間委託は新設の園で、園舎も、管理者
も、園児も父母も新規に開始するのであれば、
民間委託の保育園のサービス内容や保育水準
に納得の上で、入園させることができる。園舎の
新設にまで予算が及ばないのであれば、既に少
子化傾向で余剰のある小学校の空き教室の活
用も検討してはどうだろうか。

　待機児解消のために、区はこれまでも私立認
可保育所の誘致新設に努めてきました。平成２
０年４月にも、６０人定員の私立認可保育所を区
内に２か所開設する予定です。こうした新設園の
運営費を確保するうえでも、既存園の委託化を
進める必要があります。また、小学校の空き教
室等の活用は、分園として実施例があり、今後
も視野に入れていきます。
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70

　既存園の民間委託化には反対。民間委託後に
は、園の運営は混乱の極みのなか、園児も保護
者も満足していない。民間委託後に保育水準が
直営と同等であると評価された園はないはずで
ある。
　途中で民間委託されること自体がおかしい。区
と保護者の関係が仮に組織と組織であれば「契
約違反」とも言えるもので、保護者にとって納得
のいくやり方ではない。同額の住民税と保育料
を支払っていながら、民間委託により保育水準
が下がること自体、受益者へのサービスの低下
であることを認識すべきである。区は納税者へ
の同質のサービス提供を行うのが当然の義務で
ある。

　区立保育園が民間委託されれば保育の水準
が下がるとのご意見ですが、社会福祉法人や株
式会社にも、保育に対する使命感に満ち溢れた
事業者はおり、民間であるから保育水準が低い
とのご意見には同意できません。
　また、途中で民間委託されることは、契約違反
とも言えるとのご指摘ですが、区は事業主体とし
てサービス水準を確保しており、委託をしたとし
ても契約違反には該当しないものと考えておりま
す。

71

　既存園の民間委託を進めるのであれば、受託
者である業者や先生と園児、父母の間での急激
な変化を最小限にするため、区立で入った園児
が全員卒園していくまで新規募集を停止するべ
きである。また、毎年、区の保育士の人事異動と
同じ数の民間委託の保育士を入れていくなど、
より長期的・段階的な民間委託への移行を提案
する。

　 委託化への具体的なご提案ですが、園児が
全員卒園するまで新規募集を停止することは、
待機児を多く抱える当区においては、保護者の
方々の理解を得られるものではないと考えま
す。また、区の保育士の人事異動と同数の民間
の保育士の段階的な移行についても、帰属の異
なる職員が運営に当たることになり、実現は困
難です。

72

　反対派だけに説明していることだけでも時間と
金の無駄である。税金でこれらのことが行われ
ていることをもっと自覚するべきである。
　日本の場合　官の方が民よりも優れているなど
という例はない。あるのならば、ここに出席の文
句しか言えない輩と区側の双方から事例を具体
的に聞いてみたい。
　明確にこうだから、官が民よりも保育園運営に
対して優れていると反対派は示してもらいたいも
のだ。

　区は効率性を重視していなかった点がありまし
たが、民間でできることは民間に委ねることによ
り、地域経営のかじ取りに徹していく方向です。
区は、「委託化・民営化の実施基準」の一つに
「経費が節減できること」を挙げ、委託化・民営化
を推進しています。

73

　民間委託の是非、各園ごとの日程の良し悪し、
受託事業者の形態、そのような問題を別にして、
練馬区の計画は大きな問題を抱えている。なん
といっても今回の計画は膨大すぎる。これだけ
のボリュームの民間委託を支える、保育士、看
護師、栄養士、調理士といった専門職を担う人
材を確保することはできない。計画の全体を見
直し、無理のかからない移行を実現するべきだ。

　今回の計画は膨大すぎるとのご意見ですが、
他の区・市においても同程度の規模の計画はご
ざいます。
　保育園の運営実績のある事業者の中から、適
正かつ良好な運営ができる事業者を選定してま
いります。

74

　急激で膨大な民間委託を試みることは、練馬
区だけではなく広く保育事業に悪影響を与える。
人材市場は需要が高騰し、供給が間に合わなく
なる。すると人材の流動化が進み、保育園は落
ち着かなくなる。この影響は公設民営園だけに
限らず、私立の認可園にも及ぶ可能性が高い。
他区も含めて公立私立も超えて保育を荒らさな
いためにも、練馬区は計画を見直す必要があ
る。

　保育園の運営業務の委託化が、広く保育事業
に悪影響を与えるとのご意見ですが、公設民営
園、私立の認可保育園の人材の流動化が進む
とは、考えておりません。

12
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75

　仮にどうしてもこのボリュームで保育園を民間
委託しなければならないのであれば、初めの1年
は各園に3名ずつ配置し、毎年人数を増やして６
年の年月を掛けて移行するのはどうでしょうか。
区に伺いたいのは、民間委託化について、いろ
いろな方法を考えたのですか、ということです。
他区がやっているから、今までのやり方だから、
そういって根本の見直し検討が御座なりにされ
ているように思えて仕方がありません。もし、い
ろいろ考えられたのだとしたら、どんなものが
あったのか教えてください。もし何もないのだとし
たら、それは区の行政としての怠慢だと言わざる
を得ません。

　いろいろな計画を考えたのかとのご指摘です
が、例えば０歳児から毎年１クラスずつ６年間を
かけて委託を完成させたらどうかを検討しました
が、一つの保育園で区の保育士と受託事業者
の保育士が一緒になって保育にあたるということ
では、運営上困難であるということになりました。

76

　これだけ大きな計画を指定管理者や民設民営
化でなく、業務委託（単年度随意契約）ですすめ
る理由がまったく説明されていない。
　しかも、随意契約にとって最も肝要であるべ
き、事業者選定が不透明で区民への説得力が
乏しい。事業者選定へ保育園保護者の意見を確
実に反映させる仕組みを作らないと、保護者・区
民の不安と、行政に対する不信は解消されず、
今後もずっと保育園委託化をめぐる混乱は続い
ていくだろう。
　「練馬区立保育園の委託の基準」として、当該
園保護者ばかりでなく、区民および応募事業者
にもあらかじめ明示していく。

　委託方法については、区が事業主体であるこ
とによる保護者の安心感や運営への関与などを
考慮し、業務委託としたものであります。
　選定委員会の構成については、応募事業者の
プレゼンテーションを該当園の保護者の方に公
開し、保護者の方の意見を選定委員会での審査
に反映させる仕組みを検討します。
　また、選定基準は、応募要領で示す保育内容
等について、企画書に盛り込むべき事項に対応
して設定するものであり、選定前に明示すること
は考えておりません。

77

　光が丘第八保育園からの転園者を抱える光が
丘第四保育園はじめ周辺園は、転園児童の卒
園まで配慮するなど、計画を見直してほしい。
　どうしても計画を見直さないのなら、せめて委
託先から営利企業は除外してほしい。
　選定の段階で、これらの事情を確実に配慮す
ることを、保護者に明言してほしい。

　光が丘第八保育園からの転園者のいる保育
園については、該当児童が卒園するまでできる
だけ委託実施にならないように委託年次の考慮
をしております。
　応募時においては、門戸を広げ、より適した事
業者を選定する意味からも、認可保育園の運営
実績のある法人と考えており、民間企業を除外
する考えはありません。

78

　そもそも、保護者・児童の十分な同意なく強行
するなら、保育園委託化は、児童福祉法２４条１
項２項を根拠に法的に保護された「保育所選択
権」の侵害であり、違法である。委託園からやっ
との思いで転園してきた児童・保護者はもちろん
のこと、現在の在園利用者は、直営の練馬区立
保育園で、基本的に卒園＝就学まで安心して平
穏に保育を受ける法的な権利を有している。

　保育所選択権の侵害であり違法とのことです
が、委託にあっては保護者その他の関係者のご
理解が得られるよう最善の対応を図ってまいり
ます。
　なお、法的なご意見については、区の考えと異
なるものと考えています。

79

　現時点で安心して子供を登園させているのに、
民間委託によってただでさえ忙しい保護者は民
間委託問題に時間を割くことになり、何のための
保育園なのか分からない。国をあげて少子化問
題に取り組んでいるのに、安心して保育園にも
預けられないなんて信じられない。とにかく現時
点で園児である子供たちが卒園するまでは委託
問題は延期していただきたいし、もちろん中止し
ていただけるとさらにありがたい。これだけの保
護者の反対を押し切って民間委託を進めていく
ための理由づけを区側はできていないことを認
識していただきたい。

　区は、現に保育園に通われている方のニーズ
に応えるとともに、これから子を産み育てる若い
世代のニーズにも対応していかなければならな
い使命があります。さらには、保育園に入りたく
ても入れないで待機となっているお子さんがいま
だ多数おります。保育園の運営業務の民間委託
を進めるのは、在宅で子どもを育てている家庭
を含め、全ての子ども家庭が、必要な時に、必
要な保育サービスを受けることができる体制づく
りを目指しているからです。

80
　光が丘第四保育園他、委託される保育園の保
護者の話を聞いてください。一方的な説明会で
はなく、話し合いをしてください。

　保護者の方々に、委託についてご理解いただ
くために、丁寧な話合いの場を持ちたいと考えて
おります。

13
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81

　区立保育園を民間委託するという事ですが、
区にさしたるポリシーもなく、場当たり的な手法
で民間委託を進めようとしているとしか思えませ
ん。
　はじめに民間委託ありき、ではなく、まず公立
の保育園として何が出来るのかを考えるべきで
はないでしょうか。

　保育園の委託については、新行政改革プラン
(平成１６～１８年度)に基づき、平成１６年３月に
策定した「委託化・民営化方針」に基づき、進め
てきているものです。
　今回まったく新たに出てきたものではなく、区
民の意見を聞きながら進めてきたことです。
　行政改革や区立施設の委託化・民営化の推進
は、区の方針であり、区民への責任を果たすこと
でもあります。

82

　この議論において、必ずと言って良いほど、人
件費の削減の話がでています。区立保育園の
人件費が高額ならば、なぜ次世代の若い保育士
を育てようとしないのでしょうか。人件費が削減さ
れれば、この先、公立保育園には若い世代の保
育士が居なくなり、結局は公立の保育をあきら
めるしかなくなります。そのことを意図しての人
員計画、民間委託なのでしょうか。

　今回の委託計画においても、区立の保育園の
保育士の採用については、毎年必要になるもの
であり、若い世代の保育士がいなくなるというこ
とにはなりません。委託化を進めるとともに、区
立区営の保育園については、保育士の採用と育
成を図っていきます。

83

　いろいろな勉強会で見聞きした範囲では、必ず
しも民間委託が経費節減にはつながっていない
ようです。光が丘第八保育園では特に、保育士
の退職が多く、ベテランの保育士が手助けには
いるなど、引き継ぎにかなりの手間がかかって
いると思われます。必ずしも民間委託化でねらっ
ている経費節減効果はでていないのではないで
しょうか。

　引継ぎに必要な経費は単年度経費であり、民
間委託による経費の節減効果は、単年度だけの
ものではなく、累積していくものです。また、委託
化は直接的な経費節減のみを目的としているの
ではなく、保育サービスの充実、待機児対策、ひ
いては保育サービス体制の維持・向上を図って
いくために行うものです。

84

　保育士の継続的な雇用なくして、保護者とその
子供達が安心できる保育は可能になりません。
現段階での民間委託化計画の延期と、あらため
て保護者・保育士・行政が三者で話し合う、練馬
区全体の保育のありかたについての検討会の
設立を強く要望します。

　保育士の継続的な雇用は、重要なことであると
考えております。
　現段階での委託化計画の延期は考えておりま
せん。
　練馬区全体の保育のあり方についての検討に
ついては、委託化を進め、その効果等を検証す
る中で実施したいと考えております。

85

　保育園の民間委託計画をとりやめてください。
区がしめした基準に従っても、委託の根拠が崩
れています。「区長とのつどい」では、基準の根
拠が崩れたことを示す各種データを示したにも
かかわらず、区長から質問への反論・回答はあ
りませんでした。あくまで委託をすすめる「計画」
を発表するのであれば、「区長とのつどい」でし
めしたデータに基づく「崩れた根拠」にたいする
反論を示してください。

　光が丘第八保育園においては、委託化によ
り、延長保育の拡充などのサービスの拡大と柔
軟な対応、経費の節減等、成果を得られている
と考えております。
　「民間でできることは民間で」ということは、今
日社会的潮流であり、増大する保育ニーズに応
えていくためには、民間活力の活用が必要であ
ると考えております。

86

　保育所を２８年度に公立と民間半々にするとい
う根拠について、なぜ、質の高い公立保育園を
委託し、半々にしなければならないのか、根拠を
示してください。
　２８年度までに、委託するという「計画」をすす
めるとした場合、委託を引き受ける社会福祉法
人はあるのですか、資料を示してください。
　委託しても、これまでの公立保育園の質を維
持できるという根拠を示してください。

　区立施設の運営で民に任せられるものは民に
任せることが基本ですが、保育園については、
現在区が直営で運営する園の数が、７割を占め
ているということから、当面、直営の保育園と民
間事業者が運営する保育園の比率を、他自治
体の平均値(概ね半々)に近づけるために、今後
１０年間の中で平成２１年度から毎年２園ずつ委
託していくものです。
　委託を引き受けていただける法人はあると考
えています。
　これまでの公立保育園の保育の水準について
は、維持・向上を図っていくよう努めていきます。

14
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87
　区民がこれだけ反対する保育園の民間委託を
なぜ強行するのですか。

　区は、現に保育園に通われている方のニーズ
に応えるとともに、これから子を産み育てる若い
世代のニーズにも対応していかなければならな
い使命があります。さらには、保育園に入りたく
ても入れないで待機となっているお子さんがいま
だ多数おります。保育園の運営業務の民間委託
を進めるのは、在宅で子どもを育てている家庭
を含め、全ての子ども家庭が、必要な時に、必
要な保育サービスを受けることができる体制づく
りを目指しているからです。

88

　先の区長選挙で、志村区長の実績や選挙公約
には「保育所の委託」という言葉は使っていませ
んでした。選挙前に、公立保育園の委託化の問
題でピジョンに「改善勧告」を出したことなど、委
託にともなう混乱を区民に知らせないまま選挙を
したことは、区長が区民に事実を隠したことにな
りませんか。
　保育園の民間委託問題を正面から争点にし
て、改めて区長選挙をやりませんか。

　「民間でできることは民間で」ということは、区
長の公約であり、多くの区民の支持を受けて就
任し、区政運営を行っています。持続可能な区
政を築き上げることは、区民に対して責任を果た
すことであると考えております。
　ご指摘はあたっておりません。

89

　保育園の民間委託、時代の流れや国政の方
針など、委託に至る経緯には、理解をしないわ
けではありません。
　これまでの練馬区が作り上げてきた、高い水
準の福祉。公立でありながら、こんなにも個性的
に完成された保育園。ここまでの苦労と時間、
もっと大切に考えてほしいのです。
　委託を進めるのも、仕方がないのかもしれませ
ん。本当は、既存のものを、守ってほしい。でも、
委託を進めるのならば、もっと、進め方を考えて
ください。もう少し、私たち区民の声に、耳を傾け
てください。
　引き返してくださいとは言いません。少しだけ、
立ち止まる勇気を！お願いします。

　委託の進め方を考えてくださいとのことです
が、保護者の皆様の声はできる限りお聞きした
いと考えております。

90

　在園保護者だけでなく、子育て世帯の方も参
加できる市民参画（PI)のシステムを作ってくださ
い。当座だけの政策--待機児童解消や、待機児
童への保育料援助--だけでは、将来の子育て
に関するビジョンがあいまいであり、大きな問題
の解決につながらないと思います。
　社会構造や、人々の働き方の変化は大きく民
間の企業は変わる一方、相対的に見ると公務員
の方の仕事の比重や厳しさは、年々多くなって
いると推察します。ですから、民間の力をよりよ
い方向に導き、投入して、うまく活かす、というこ
とのためにも、「民間」である保護者をはじめとす
るこの問題に関心のある区民の意見を是非取り
入れてください。

　子育て支援については、次世代育成支援行動
計画を策定し、取り組みを進めています。計画を
推進するにあたり、公募区民の方および識見を
有する方の意見を反映させるため、練馬区次世
代育成支援推進協議会を設置しています。推進
協議会の中で、保育園の委託に関しても、ご意
見をお伺いしています。

15
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91

　そもそも、保育所とは、児童福祉法に基づいて
地方公共団体に設置が義務づけられてきた児
童福祉施設です。
　この問題では、練馬区が設置してきた保育所
が、少子化社会の中で、地域の子育て支援にど
う具体的に貢献していけるかという、将来ビジョ
ンの設定こそが必要なのである。
　幼保一元化の流れがどうの、言い訳しようと、
そんな議論すらしないうちに、数値的目標だけ出
され、当面の区長在任中の４年後までは、とい
かく具体的な園名まで出す。こういう行き当たり
ばったりの計画はゆくゆく問題を露呈して破産す
ると思います。

　保育園が児童福祉施設であることをもって委
託による運営の効率化を図るべきではないとい
う根拠にはなりません。公平性の観点からも効
率化は必要です。
　また、今日、公共サービスは極力民間へ委ね
ていくことは、時代の潮流であります。民間が
サービスを担い、供給できるようにしていくこと
が、サービス拡大のカギを握っていると考えてお
ります。サービスの拡大が出来なければ、必要
な時、必要なサービスを利用出来なくなります。
　このたびの計画は、既に実施した委託園に続く
もので、１０年先の保育サービスを維持し、向上
していくためには避けて通れないことでありま
す。また、具体的な園名は、平成２８年までの実
施園１２園を年内までには公表する予定です。

92

　民間委託した保育園に子供を通わせていま
す。以前子供たちを通わせていた、練馬区認定
保育室の何百倍も良質の保育園であると感じて
います。
　しかしながら、直営の公立保育園に子供を通
わせている方との格差を感じています。同じ保育
料を払っているにも関わらず、なぜ運営委員会
など直営ではしなくてもいいことをやらなければ
ならないのでしょうか。仕事で忙しい中、行事等
で時間を割かなければならないのに、さらに時
間をとられることになります。その上「民間委託し
ても保育料はあげません」という説明。むしろ下
げていただきたいくらいです。

　委託園での運営委員会は、保護者の方々の意
見を保育園の運営に反映させ、区の保育水準を
確保する大事な仕組みと考えております。ご理
解をいただきたいと思います。

93

　区のホームページでは「区は、運営状況につ
いて十分なチェックを行い、適正な運営を確保す
るため、必要な指導監督を行っていきます。区立
保育園である以上、保育の責任は当然練馬区
が負います。」とあります。区が直営と同様に民
間委託園に「運営状況について十分なチェックを
行い、適正な運営を確保するため、必要な指導
監督を行って」いるのか疑問を感じます。そもそ
も直営の場合は行政直属の専門職を現場に配
置しての指導監督であり、片や民間委託園(・私
立認可園)の場合は民間に対する指導監督で
あって、「必要な指導監督」の質は双方で異なる
ものではないでしょうか。現状で直営の公立保育
園・私立認可園・民間委託園でどういった「指導
監督」の違いがあるのかが不明です。そこの違
いを区民にわかりやすく説明していただきたいで
す。

　民間委託園に対しての指導監督は、 園長経
験者等を配置した保育課支援調整係を中心とし
た巡回により対応し、運営の状況により、集中的
なあるいは長時間の現場運営チェックなども
行っております。私立認可園に対しては、園長会
の開催等により、必要な情報提供、協力依頼等
を行っております。

16
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94

　民間委託園の監査内容・委託前と委託後の監
査結果の開示・分析の開示を以って委託の評価
とすべき。区が業務を民間委託するのには一向
に構いませんが、監査がしっかり行われていな
いことには保育園以外の全ての業務委託に関し
ても反対です。
　そもそも、監査者が監査される側よりも見識・
知識が高く、更に現場を知らなければ精細な監
査はできない。監査者を育成するにはそれなり
のコストがかかります。単に業務を民間委託して
「コストが下がった」といっているのは監査するコ
ストを全く考えていない。民間委託するには行政
の十分なチェックが必要不可欠であり、その
チェックを行う人材の育成も必要なのです。そう
すると、民間委託しても直営で行うのとコストは
そんなに変わらない。民間委託でコスト削減でき
るというのは間違った認識である。

　区が業務を民間に委託した場合でも、区の監
査事務局による監査は直営のときと同様に行わ
れており、監査に必要なコストは、直営の保育園
の場合でも、民間委託した保育園の場合でも同
じであると考えています。民間委託でコスト削減
ができるというのは、結果的に人件費の部分が
削減され概ね２割程度の削減が図られていま
す。
　また、保育内容に関しては、委託前と委託後に
東京都の認証機関による第三者評価を実施して
います。

95

　区立保育園の民間委託化は反対です。保育園
は家庭と同じと考えます。家庭が突然変わると
いうことが子供にとってかなり負担です。子供に
無理をさせるのでしょうか。前回の3園の委託が
子供や保護者にかなりの影響を及ぼしました。
委託までの方法に無理があったと思います。区
の都合で無理やり計画をすすめる。子供には影
響があることはわかってる。では、区民の賛同を
得られないのは当然です。

  ある日突然に保育士が全員入れ替わるという
ことではなく、準備委託期間として概ね1年間を
取り、各クラスリーダー予定の職員が年間を通し
て子どもたちの状況や保育園の様子を把握する
ことにより、また、最終引継ぎ期間の３か月間内
では、全保育士を配置することによって、４月以
降の委託開始に備えてまいります。

96
　今回の委託化について、保育の専門家などに
検証してもらったのでしょうか。ぜひ専門家の意
見を取り入れるべきです。

　既設の保育園の運営業務の民間委託につい
ては、当該園の元保育士を含んだ保育士の皆さ
んと８か月に渡って検証を行い、また元の園長
からも話を伺う等を行ったところです。

97

　9月6日光が丘地区区民館の「区長との集い」
に参加してまいりました。台風という出席の厳し
い日であったのにも関わらず、全ての参加者、
特に保育園関係者に対しての区長の発言は許
せません。今回の区長との集いでは、民間委託
の質問者に対して納得のいく答えをいただけ
ず、また誠意も見せない区長及び行政にこれま
で以上にがっかりさせられました。

　区長は就任以来、区政に関する様々なテーマ
について区民の声を直接聞くために、また、自由
な意見交換の場として「区民と区長とのつどい」
を開催してきております。従って、それぞれのご
意見に対して区長としての考えを率直に申し上
げたものであります。

98
　保育園委託計画に反対。委託による在園児・
保護者の精神的負担が大きすぎる。

　精神的負担が大きすぎるとのご意見ですが、
ある日突然保育士が全員入れ替わるということ
ではなく、準備委託期間として概ね1年間を取
り、各クラスリーダー予定の職員が年間を通して
子どもたちの状況や保育園の様子を把握するこ
とにより、また、最終引継ぎ期間の３か月間内に
は、全保育士を配置することによって、４月以降
の委託開始に備えてまいります。

99
　保育園委託計画に反対。区長は「保育園ばか
りにお金をかけられない」と、つどいで発言され
たが、理解に苦しむ。

　保育園を利用されている０歳から５歳までの児
童数の割合は、平成１８年４月１日現在で、２２．
１％であり、在宅で子育てをされている方々や、
幼稚園を利用されている方々が多くいらっしゃい
ます。公平性の観点からも、保育園運営の効率
化を図っていく必要があります。

100
　保育園委託計画に反対。目先のお金のことば
かりに目がいって、保育行政の長期プランが見
えない。

　今度の計画は、平成２１年度から２８年度まで
の８年間で順次民間委託を進めることにより、保
育園の運営業務の効率化を図り、待機児の解
消や延長保育の時間延長、一時保育の実施な
ど、保護者の方々の要望に応えるための中長期
的なプランと考えております。
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101

　保育園委託計画に反対。第一次計画の時に
行った「保育園委託化全体協議会」は一体どう
なったのか。継続してやっていくのか、はっきり
示してほしい。

　全体協議会については、実施に向けた調整会
議を２回実施しましたが、全体協議会の目的が
分からない等の様々なご意見をいただき、設置
要綱を定めるにはいたらず開催しておりません。
現時点では、該当園への個別説明会を実施し、
全体協議会を開催する予定はありません。

102

　保育園委託計画に反対。保育園を含め子育て
支援全般を区としてどのように取り組むのかを
もっとはっきり示したうえで、保育園委託を計画
してほしい。

　区として子育て支援全般にどのように取り組む
のかについては、平成１７年３月に練馬区次世
代育成支援行動計画を策定しております。区
は、この計画に基づき、子育て支援施策等の展
開を図っております。また、その中の、保育サー
ビスの充実の施策の方向では、「様々な保育
サービスを、限られた財源の中で充実していくた
めに、区立保育園の運営業務を民間に委託する
など、効率的で効果的な事業展開を図っていき
ます。」としております。

103

　保育園委託計画に反対。先の保育園委託説
明会では「保育の質を確保する」という話が出て
こなかった。保育の質に関しては、区はどのよう
に考えているのか。

　保育の質については、運営主体のいかんにか
かわらず育んでいくべきものと考えています。

104
　保育園委託計画に反対。とても大きな計画な
ので、区役所だけで進めるのではなく、区民、有
識者を含めた協議会を計画するべき。

　保育園の運営業務委託は、区民参加や意見
集約を経た計画であり、改めて区民や有識者を
含めた協議会の設置は、現時点では考えており
ません。

105
　保育園委託計画に反対。「区の責任で委託を
すすめる」という事業本部長の発言も説明が足り
ない。

　区としては、何年度にどこの園を委託するのか
については、区の責任で決定すべき事項と考え
ております。

106
　保育園委託計画に反対。反対の声が大きい時
には、「立ち止まって、よく考える」という冷静さ、
慎重さも必要。

　ご理解を得られるよう、丁寧な説明に努めてま
いります。

107
　保育園委託計画に反対。寄せられた意見に対
しては「区民の思い」というものを感じてほしい。

　寄せられた意見は、一つの見解として受け止
めます。

108

　保育園委託計画に反対。担当職員は保育に関
してもっと勉強してほしい。保育士と区役所職員
との考え方がちがいすぎて、びっくりすることが
ある。

　保育士と区役所職員との考え方がどのように
違っているか不明ですが、共に区職員であり、
区の行政改革の方針として保育園の運営業務
の民間委託については、考え方は同じであると
考えております。
　園長会など保育園との情報交換を重ねてお
り、今後も現場の状況把握に努めてまいります。

109

　将来の大事な区民、遠くない将来に区政に関
与する子どもたち＝少子化時代に生まれてきた
子どもたちに対して、大切な存在を育てようとい
う意識に欠けている。世の中の流れだから、とい
うのは民間委託化の理由にはならない。同年齢
の子どもたちのうち保育園児は３割しかいない、
経費のかけすぎ、というのも理由にはならない。
金銭的な平等ではなく、一人で子育てをする母
親の不安を解消、育児疲れを癒す、人対人のコ
ミュニケーションが求められているのが現代の実
態です。保育園を民間に委託するのではなく、こ
れまで長い時間をかけ、作り上げてきた誇れる
練馬区の保育の質の高さを、在宅子育て家庭の
親子たちにも、もっと利用できるものにすべきで
す。そのためには、公立保育園が、現在の保育
水準を保ち、子育て支援のセンターにしていく必
要を感じませんか。

　在宅で子育てをしている方々のご要望にお応
えするために、子ども家庭支援センターの整備
や、「子育てのひろば」事業の充実に努めていま
す。
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110

　区長の発言には問題多し。計画を立てる側と、
受ける側は当然違う・・・というようなことをおっ
しゃったが、区長という立場にある人の発言とは
思えない。信頼できない。保育園の民間委託
は、聞いていると、庁舎内のリストラ対策に、現
場職員の多い保育園をターゲットにしただけのも
の。庁舎内の問題の解消に、子どもを犠牲にし
ているとしか思われない。公共の福祉を預かる
公的立場の公務員の職務を再考されたし。

　民間でも私立保育園として立派な運営が行わ
れているので、保育園の運営については、民間
事業者に委託するとしたものです。

111

　第3者評価は調査すれば終わりでなく、調査結
果をもとにどう改善するかが無ければ意味をな
さない。そのためには当然個別園のデータ分析
が必須となる。今後も第3者調査は継続すべき
かと思うが、調査は継続するのか。個別園デー
タは公表しないのか。継続する場合結果データ
によっては改善策を講じるケースがでてくるの
か。

　今後も保育園の運営業務の民間委託に際して
は、委託前と委託後に第三者評価を実施したい
と考えており、各園毎の結果は公表します。ま
た、結果によって改善を講じていくことは出てくる
と考えております。

112

　「行政改革推進プラン」ではⅢ―１「戦略的組
織運営の確立」で、５年間で職員数６００名の削
減を打ち出し、「第２次区立施設委託化・民営化
実施計画」では平成２１、２２年度で４園を民間
委託化する計画を明らかにしているが、第１次
委託の状況を冷静に分析すればその失敗は明
らかである。「民営化」でもたらされた親子の犠
牲について行政は正面から受け止めるべきだ。
今回の計画は練馬でこれまで培われてきた「高
い保育水準」を破壊するものでしかない。職員６
００名削減のうち保育関連職員の削減は何名を
予定しているのか。民営化を実施しても、保育内
容が悪かった場合、公営(公立)に戻すことはな
いのか。

　既設保育園３園の運営業務の民間委託につい
て、区としては、失敗だったとは考えておりませ
ん。
　職員６００名削減の中で保育関連職員につい
ては、委託化を基本に考えており、保育園の施
設規模により異なります。
　適切な運営の行える事業者を選定してまいり
ます。

113

　保育だけでなく今回のプラン全体について「区
民本位の行政サービスの提供」を前面におしだ
しているのだから、仮にその実施内容が「区民意
識意向調査」や「満足度調査」によってサービス
低下が明らかになった場合は、計画を見直すこ
とを明記すべきだ。「調査さえすれば」それで終
わり、ではなく「調査結果をどう読み取り改善す
るか」の点検が無ければ調査は全く意味をなさ
ない。経費削減・人員削減を目的に乳幼児の環
境破壊をもたらすような公立保育園の民間委託
は一切認められない。

　保育園の運営業務の民間委託は、単に経費
削減や人員削減のみを目的として行うものでは
なく、待機児童解消や様々な保育サービスを限
られた財源の中で充実していくために行うもので
す。
　第三者評価などにより、運営内容等のチェック
を行っていきます。

114

　６月１８日に保育園を２１年度から毎年度２園
ずつ、計１６園を民間委託するとの説明があった
が、ニーズ調査、根拠等の説明が不足してい
る。

　２１年度から毎年度２園ずつ、２８年度までに１
６園を委託化・民営化して、区営４０、民間委託２
０、私立２０にする計画です。全国の約２万３千
ある保育園のうち、民・官の運営比率は半々で
あり、民間が増えています。ニーズについては把
握していますが、潜在ニーズや子どものニーズ
については、検討中です。

115
　一つの園でできないことは、他でもできないの
ではないか。

　委託化した４園の運営は、いずれも安定してお
ります。

116
　公共とは、何をやるところなのか。なぜ、官民
で５０対５０でなければならないのか。

　「民でできることは民で」と考えています。

117

　民間保育園の経営が困難であると承知で、な
ぜ民営化を進めるのか。行革によって、本当に
民間の賃金が下がるのか。賃金が地域に落ちる
ようにしていただきたい。また、生活賃金条例を
制定していただきたい。

　行政職員の賃金は、民間より高いと思われて
いますが、職員の人数等も影響するので一概に
は言えません。民間委託して削減された経費の
差額で、他の事業を実施しています。賃金につ
いての規制は国が制定するものですので、区と
しては規制できないと考えています。

19



番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

118
　光が丘第八保育園の総括がないのに、次の委
託を進めるのか。

　光が丘第八保育園をはじめ、委託化した４園
の運営は、いずれも安定しております。

119
　光が丘第八保育園の判決後に、次の委託計
画があるのか。

　官・民が１対１になるように計画しています。

120

　「委託化・民営化の実施基準」に「区として確保
しなければならないサービスの水準が維持でき
ること」とあるが、光が丘第八保育園では、２３項
目について委託後に評価が下がっている。ま
た、退職者が多い。サービスの充実がなされて
いるのか。区長から改善勧告もしている。これで
も委託化を推進するのか。

　光が丘第八保育園以降も、委託化していま
す。第三者評価では、経験豊富な指導者の直接
指導、体育専任者の体育指導、造詣の深い専
門家の指導と３つの点で良いとの評価もありま
す。

121
　保育園の運営について、区民ニーズの調査を
したのか。

　様々なニーズを吸い上げる必要があり、保育
園の待機児童の解消も大事です。将来のニーズ
も含めて、広く対応していきます。

122
　保育園の民営化について、準備期間、区から
の説明不足など、不安が大きい。質の高い練馬
区の保育をどうして変えなければならないのか。

　区立保育園には職員が１，１２０名おり、２３区
中一番多いですが、このことは区税を多く投入し
てきたということであり、行政的には片寄ってい
ますので、公設公営と民間とを１対１にしていき
ます。６月３０日と７月１日に全体説明会を開催
し、その後個別に説明しています。引き続き、理
解を求めていきます。

123

　光が丘第四保育園に子どもが通っているが、
区立保育園の中身を大きく変えることは、自分た
ちのみならず、将来の子どもたち、区の教育状
況を変える問題である。核家族が多く、区立保
育園の果たす役割は大きい。民間経営になる
と、利益優先で経験や責任意識の低い保育士
の採用により保育教育の質が下がってしまう危
惧が生じる。また、民間業者はいつ撤退してしま
うかわからない。

　行政が独占的に活動することを見直すととも
に、委託化に際しては業者を育てていく必要が
あると考えています。

124
　区立保育園の中でも、サービスの格差がある
のではないか。子どもを安心して育てられるまち
にしていただきたい。

　公平な行政を行っていきます。

125
　保育園の民営化については、他区も同様の計
画を持っているが、保育園運営に当たっている
専門職に人材の流動化が起きるのではないか。

　民間業者を排除するわけではなく、人材につい
ても直営５６園を無理のない範囲で委託化にシ
フトしていきたいと考えています。

126

　保育園の委託化については、最良の方法を検
討すべきで、他の自治体ではプロジェクトを組ん
で検討している。プランについては、具体的なも
のにしてほしい。

　行政として一定の考え方を示しております。

127
　保育園の委託化の検証結果は、どうすれば知
ることができるか。

　検証結果は、各園へ提示し、公開しています。

128
　光が丘第八保育園の委託化について裁判所
の判断がないままに、次の計画を進めるのはい
かがなものか。

　区民へは等しくサービスを提供すべきとの考え
方で、行政の責任として、委託化を進めていま
す。

129

　行政の責任として保育園の委託化を進めると
いうのは分かるが、区民本位なのだろうか。もう
少し区民の話を聞いてもよいのではないか。子
育て世代の話し合いなどを取り入れてみてはど
うか。

　このたびの計画は、これまでの委託の検証を
踏まえて計画化したものであり、今後は順次該
当園ごとの個別説明会などにおいて、保護者の
方々等の意向を汲みながら進めていきます。

130

　保育園利用者ですが、区からの説明が充分で
ないことが問題と考える。権利を主張したり、闇
雲に反対したりしている訳ではなく、どうしたら意
見を聞いてくれるかを示してほしい。

　今後は順次該当園ごとの個別説明会などにお
いて、保護者の方々等の意向を汲みながら進め
ていきます。
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131

　強行民営化した光が丘第八保育園の問題の
分析、および発生した問題に対する対処が行政
側で明確化されないうちは、民営化計画からは
ずし白紙撤回していただかないと、民営化される
保育園にとっては不安で賛成できません。事業
計画を推進する根拠がお金だとしても、保育の
質の低減はすでに光が丘第八保育園で問題と
なっているはずです。

  光が丘第八保育園については、年度途中での
常勤保育士の退職がありましたが、受託事業者
は直ちに補充のための採用を実施し配属すると
ともに、現有職員の配置見直しにより、できる限
り混乱が生じないように努めてきており、現在、
運営は安定しております。

132

　すでに第１次委託として３園での委託化が実施
されているが、この３園での実施に関する区とし
ての明解な点検があって初めて民営化の「是
非」が問われるべきだと思うが、この点検が極め
ておざなりにされている。
　たとえば光が丘第八８保育園ではピジョンの３
０名近い職員が退職するなど極めて異常な事態
が発生し新聞でも報道された。同園の場合委託
前と委託後の第３者評価を比較しても「保育水
準の低下」は歴然としている。保育園に預けてい
る親からすれば、区として民間委託は明らかに
失敗しているのだから、委託前の状態、つまり区
営に戻すという勇気ある決断こそ求められた筈
だが、区側はそうした区民の声には一切耳を貸
さなかった。第１次プランでは「納得できる区民
サービスの実現」が柱の１つになっていたが、保
育園父母にとって民営化は「納得できる」内容で
はなかったといわざるを得ない。

 運営業務の民間委託が既に実施されている保
育園の検証については、検証結果報告書として
まとめ、各保育園でご覧いただけます。
 光が丘第八保育園の第三者評価における利用
者調査については、調査結果全体をみると、保
護者の満足度はやや低い結果となっています
が、「組織マネジメント項目」、「サービス提供の
プロセス項目」、「サービスの実施項目」の各カテ
ゴリの評価については、概ね「Ａ」評点となってお
り、特に「全体の評価講評」の中では、「園長の
リーダーシップの発揮」、「専任講師の配置によ
る保育内容の見直し・充実」、「保育サービスの
充実と利用者要請に対する柔軟な対処」に関し
て、特に良いと思う点として取り上げられ評価さ
れています。

133

　光が丘第八保育園にみられる公立保育園委
託化は、「委託化・民営化の実施基準」に反する
「結果」になっている。自ら示した「実施基準」に
照らして、そのねらいと違う方向が明らかになっ
た「委託化・民営化」は、ただちに中止し、自治体
本来の役目を発揮すべきです。

  第三者評価において、「民間委託に移行したメ
リットを生かして、保育サービスの充実に園全体
で取り組み、柔軟な受け入れ体制をととのえて
います。７時から２０時３０分までの開所時間、朝
夕の延長保育に定員を設けない、スポット保育
への対応など、保護者からも評価されていま
す。」という講評をいただいています。

134

　今年４月までに２６人もの子どもが、光が丘第
四保育園をはじめ近隣の保育園１１園に転園し
ています。光が丘第八保育園からやっとの思い
で、直営園に転園してきた親子に、また転園しろ
というのですか。
　光が丘第八保育園も、当初は混乱したが落ち
着きつつある、という認識でしょうか。
　もう児童青少年部や保育課は、光が丘第八保
育園の時には再三言っていた「現行の保育の質
を下げることなくサービスを拡大していく」とは明
言しなくなってしまいました。
　光が丘第八保育園の混乱は、練馬区自身の
ホームページで全国、いや世界中に発信してい
るので、残念ながら今や全国的な存在になって
しまいました。

　転園理由には様々なものがあります。あくまで
も個々家庭の判断によるものと考えています。
　光が丘第八保育園は、現在安定して運営され
ており、今年の入園でも待機児も出ております。
　委託経緯の中で、ご心配をおかけしましたが、
改善がはかられてきております。
　良い保育を行うためには、事業者と保護者との
あいだに信頼関係が不可欠であり、それは築き
あげるものであると考えています。
  今日、公共サービスは民間へ極力ゆだねてい
くことは、時代の潮流です。民間がサービスを担
い、供給できるようにしていくことが、サービス拡
大のカギを握っています。このたびの計画は、既
に実施した委託園に続くもので、１０年先の保育
サービスを維持し、向上していくためには避けて
通れないことです。

(２)　既に委託化している保育園に関する質問・意見
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135

　光が丘第八保育園について、なぜ混乱が起き
たのか。
　新規の委託で混乱がおきないために、何が必
要なのか。
　本当に、引継ぎ期間が短くて事業者に人材確
保の時間がなかったから、だけですか。
　計画発表から、実施（公募）までの、保護者が
安心するための時間は。
　「検証」　というのはそういうことです。
　そして「検証」には、当事者である保育園保護
者が参画しなければ、区民の安心や納得は得ら
れません。
　他の自治体の悪い例に習う必要はまったくあり
ません。

　検証は、今後の運営業務委託の参考とする趣
旨で、保育内容などの委託条件の達成状況や
新たなサービスの提供状況などを把握するため
に行ったものです。民間委託の是非を判断する
ためのものではありません。

136

　小さな問題点は、「先の委託の検証結果」が、
区民に伝わっていないことです。各保育園には、
議会資料が配付されているが、そのことが周知
されていない。せめて、「資料が配付されている
ので、閲覧希望者は各保育園事務室で閲覧して
ください。」という案内が必要だと思います。

　検証結果は議会にも報告し、各保育園に配布
していますが、閲覧についてのご指摘のようなこ
とには、今後留意していきます。

137

　大きな問題点は、先の委託に関して、裁判が
起きていることです。判決という、ある意味公正
な判断が下される前に、次の委託を進めるとい
うのは、尋常でないと思います。区民本位の計
画とは言えないと思います。現在の状況というも
のを、的確に判断して、計画を発表していただき
たいと思います。

　区は、行政責任として、保育行政全体の観点
から、計画を発表しております。

138

　大規模園の委託の問題点を評価・検証・公開
せよ。個別にアンケート結果を公開されたい。区
としては評価結果を重く受け止め、受託者へ改
善を促すべきである。
　既に委託された３園の中でも、特に１２０名規
模の大規模園の民間委託に際しては、光が丘
第八保育園の委託化の問題点を十分に検証す
ることが大前提であり、当事者及び第三者に
よって評価し、評価結果を公開することが必要で
ある。１２０名規模の園の委託自体が妥当かどう
かについても検証すべきである。

　光が丘第八保育園の利用者アンケート調査に
ついては、公開されている福祉サービス第三者
評価結果報告書の中で明らかにされています。
また、受託事業者に対しては、評価結果を保育
内容を一層向上させる取組みに活かすよう指導
しております。

139

　保育園委託計画に反対。第一次委託の3園に
ついて検証結果が出たが、子どもに、どのような
影響が出て、それをどのようにケアしたかが検
証されていない。

　区立保育園の運営業務委託検証結果報告書
については、委託園４園の状況調査、保育内容
などの委託条件の達成状況、新たなサービスの
提供状況、民間委託の課題について検証を行
い、今後の運営業務委託の参考とするために実
施したものです。

140

　光が丘第八保育園の場合委託前と委託後の
第３者評価が実施されたが、練馬区としては他
の民間委託２園とあわせた合計数字のみ発表し
た。なぜ３園合計のデータのみ公表し個別園の
データではなかったのか。こうしたデータの丁寧
な分析をもとに個別に細かな対応策が講じられ
る必要があると考える。今後も個別保育園の
データは公表しないのか。

　光が丘第八保育園は、平成１６年度と１８年度
に第三者評価を実施しており、その結果は、そ
れぞれ「とうきょう福祉ナビゲーション」で公開さ
れております。利用者アンケートについては、新
規に委託開設した東大泉第三保育園も含めた４
園のデータを集計して、区立保育園の運営業務
委託検証結果報告書に記載しています。今後の
運営業務委託の参考とするために、保護者の要
望・意見・感想等を把握するために実施したもの
であり、今後は、個別園の第三者評価を参考に
していきたいと考えております。
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141

　光が丘第八保育園に典型的に見られるよう
に、保育園に預けている親からすれば、区として
民間委託は明らかに失敗している。とすれば、
委託前の状態、つまり区営に戻すという勇気あ
る決断こそ求められた筈だが、区側はそうした区
民の声には一切耳を貸さなかった。第１次プラン
では「納得できる区民サービスの実現」が柱の１
つになっていたが、保育園父母にとって民営化
は「納得できる」内容ではなかったといわざるを
得ない。区としては何をもって「納得できる」内容
だったと考えたのか。

　保育園の運営業務の民間委託が、失敗だった
とは考えておりません。運営が委託された保育
園にも、待機児がおりますし、延長保育の利用
者も増加しております。また、その他の保育サー
ビスについても充実が図れております。

142
　休日保育に関しては、光が丘第八保育園の利
用者は４人である。これだけのために、委託化し
たのか。

　延長保育のニーズは高く、光が丘第八保育園
の運営は日々安定しています。

143

　光が丘第八保育園では、２６人が転園してい
る。５人に１人が転園しているような委託は、成
功していると言えるのだろうか。区民から意見を
吸い上げ、区民の参画に基づく計画を立てるべ
きではなかったか。

　光が丘第八保育園の運営は、安定しておりま
す。このたびの計画は、これまでの委託の検証
を踏まえて計画化したものであり、今後、順次該
当園ごとの個別説明会などにおいて、保護者の
方々等の意向を受けて進めていきます。

144
　光が丘第八保育園は、委託化によりサービス
が落ちた。

　光が丘第八保育園は、委託の第１号であり、
現状は安定したサービスが提供され、民間なら
ではの特色あるサービスも拡大していきたいと
考えています。また、待機児童も出ております。

145

　私は、子どもを豊玉第二保育園に預けて働い
ている母親です。いつもお世話になっておりま
す。
　けれど、今回、民間委託園であるという発表を
受け、動揺しております。ただでさえ仮園舎への
引っ越しを控えて、子供たちが新しい環境に慣
れるまでの不安を抱えています。それなのに、引
継ぎなどでもっとあわただしい時間をすごさなけ
ればいけない、その理由が納得できません。現
に、発表を受けてから、父母たちの間に動揺が
広がり、私はたまたま父母会の役員であったこと
も重なり、それでなくても無い時間が、民営化対
策などで、ますます削られております。子どもと
ふれあえる少ない時間が、ますます無くなってい
るのです。既に民間委託された保育園の悪い噂
も広がっており、説明会などでのお話も、納得で
きるとは言えない状況です。
　民間委託が全く悪い、とは申しあげません。で
すが、仮園舎への引っ越しと、民間委託の時期
をずらしていただくよう、お願い申し上げます。

　豊玉第二保育園については、老朽化が著しく、
建替えにより保育環境の向上を図りたいと考え
ております。
　一方で、定員増や延長保育を実施するので委
託化が必要です。
  豊玉第二保育園の本委託は、平成２１年４月
の仮園舎においてと考えております。７月に改築
が竣工したあと、８月に引越し、９月より新園で
の運営を考えております。
　竣工時期が当初の３月から延びましたので、
仮園舎への引越しの時期については、保護者や
園と協議して決めていきます。
　委託の時期については、２１年４月と考えてお
り、本委託運営の４～５か月経った段階で新園
舎に引っ越すことを想定しています。９月からの
定員増分の児童の新規受け入れについては、
円滑な園運営に大きな支障を生じさせない観点
から、段階的など、柔軟な対応を検討してまいり
ます。

(３)　委託化を計画している保育園に関する質問・意見
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146

　豊玉第二保育園の平成２１年度民間委託化計
画スケジュールの見直しを要望します。園児に
負担となることが決してないように、慎重な計画
練り直しをお願いします。
１． 「民にできることは民に」の流れに乗って、そ
のメリットを最大限に享受すべきだと考えており
ます。
２． 民間委託で浮いた財源により「中学生まで
の医療費助成」などの新政策が実施されるな
ど、着実にその成果が発現しつつあると見てお
ります。
３． もし民間委託化実施にあたって特定の利害
関係者が過度の負担・痛みを負わなければなら
ないものであるならば、そのプラン・スケジュール
の見直しをためらうべきではありません。
４． 園舎建て替えと民間委託化は別領域の問題
であると考える向きもありますが、同時期に計画
されているがゆえに、在園中の園児にとっては２
倍のストレスを蒙ることとなり、その影響につい
ては父母からは折に触れてこれを懸念する意見
があがっております。
５． 園舎建て替えと民間委託化に伴う子ども達
への影響を最小限にとどめ、同時に一連の計画
がスムーズに遂行されることが一番望ましいこと
ですが、この二つを両立させることは決して不可
能ではないと考えます。

　スケジュール見直しの提言についてですが、区
は、ご意見にもあるように、「園舎建替えと民間
委託化は別領域の問題」と捉えております。
　豊玉第二保育園は、著しい老朽狭隘の状況で
運営が行われており、施設環境改善のために
は、建て替えが必要です。
　従って、卒園児童は別として、委託化と引っ越
しとの関係は、同時か、引越しして委託か、委託
して引越しかのいずれかになります。　委託運営
に移って５か月を過ぎた時点で引っ越すことは、
十分可能と考えております。
　また、引越し時点での定員増分の新規受け入
れ数については、園運営への影響を十分考慮
し、弾力的に対応していきます。

147

　豊玉第二保育園の民間委託計画実施にあたり
日程を見直してほしい。園舎建替えにより仮設
園舎への引越しがあるため園児には大きな環境
変化が生じる。そこへ民間委託により職員が入
れ替わり、保育体制が変わってしまうと多大な影
響が生じてしまうことは想像にかたくありませ
ん。新園舎で園児が環境に馴染んでからの委託
開始でも遅くないと思います。是非とも日程の見
直しを行ってください。

　 豊玉第二保育園の本委託は、平成２１年４月
の仮園舎においてと考えております。７月に改築
が竣工したあと、８月に引越し、９月より新園で
の運営を考えております。
　竣工時期が当初の３月から延びましたので、
仮園舎への引越しの時期については、保護者や
園と協議して決めてまいります。
　委託の時期については、２１年４月と考えてお
り、本委託運営の４～５か月経った段階で新園
舎に引っ越すことを想定しております。
　また、９月からの定員増分の児童の新規受け
入れについては、円滑な園運営に大きな支障を
生じさせない観点から、段階的など、柔軟な対応
を検討してまいります。

148

　豊玉第二保育園の場合は、光が丘第八保育
園以上に子どもへの負担が大きくなることから、
新園舎へ戻ったのちに引継ぎを開始してほし
い。

　引継ぎについては、仮園舎においても可能で
あり、年度途中の定員増については、段階的に
行うなど、できるだけ子どもたちへ負担がかから
ないようにしていきます。

149

　保育園を民間委託化するならば、今いる子供
たちへの影響を最小限にするために、新入園の
子供たちから順番に数年（最長6年ですがそこま
でとはいわなくても、3、4年）かけて、徐々に民間
委託の先生に移行していくようにできないか。途
中で信頼していた先生方が一斉にいなくなってし
まうのでは、あまりにも子供たちがかわいそうで
ある。

　そのようなやり方も検討しましたが、一つの保
育園を、区の保育士と事業者の保育士が一緒に
なって保育にあたるということでは、運営上困難
なことと考えております。

150

　豊玉第二保育園については、都営住宅の老朽
化に伴い建替える計画がある。その間仮設園舎
を使用することとなるが、園舎の完成時期も不明
確。環境が大きく変わり、子どもへの影響が心配
である。このスケジュールは、性急すぎではない
か。ゆとりあるものに見直してほしい。

　平成２１年４月に民間委託を、９月に移転を予
定しています。受託業者を交えて１年半ぐらい前
から準備期間を設けることとしており、今後も弾
力的対応をしていきます。
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番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

151
　豊玉第二保育園の建替は致し方ないと思う
が、計画では園庭が狭くなっている。

　区営住宅と保育園の併設となりますが、それぞ
れ必要な施設面積の確保に努めています。

152

　豊玉第二保育園の新園舎の完成予定が２１年
９月になり、それまではプレハブの園舎となる。さ
らに先生もいっぺんに替わるとなると、子どもに
影響があると不安である。子どもの心を考えた
民営化を一緒に考えてほしい。

　職員の入れ替えについては、一年間の準備期
間をとり、園長、主任、リーダーが行事や運営の
ハウツウを把握します。９月に、移転と委託とを
一緒に行うことは、他の事例をみても難しいと考
えています。地域交流や子どもの成長等を考慮
して、実現していきます。

153

　キッズプラザアスク関町北園は私立であり、広
さ、建物の大きさが法律的には事前に近隣への
説明会等を開かなくてもよい条件でしたので、と
なりに保育園が建つことを知ったのは建設の前
日でした。その前日の簡単な一方的な説明会
で、私たちは園庭の位置、境界の形状、ゴミ箱の
位置などを知りました。一番の問題は子供たち、
保育士の声が環境基準５５ｄｂ、東京都条例４５ｄ
ｂをこえる大きさであることの対策が全くないこと
への不安・不満でした。この件については区もま
じえ現在まで会社・近隣と話し合いが続いており
ますが、根本的には全く解決していません。もし
建設計画の段階から知っていましたら、建物の
位置等で対策が可能であったと悔やまれてなり
ません。公的な側面をもつ施設を建てる場合
は、建つ予定となった時から区も含め話し合いを
する仕組みをつくるべきだと考えます。早めに建
設予定がわかってしまうことで、反対意見が出る
場合もあると思いますが、それならば、なおさら
話し合いが必要なものであるということですの
で、私立であっても区立に準ずる手続で話し合
いをし建設・運営をしていくよう要望いたします。

　私立保育園の建設にあたっても、区ができる
限り計画段階から関わり、良好な近隣関係の形
成、保全に努めていきます。
　 区が保育園を建てる時には、計画段階から近
隣住民の皆様に説明会を開催し、ご理解を得て
進めていきますが、民間の場合もできるだけ区
のやり方に準じて行っていけるよう検討いたしま
す。

154
　私立保育園が４月に開園したが、その説明は
昨年の１１月だった。事前に近隣住民への説明
が欲しかった。

　区でも、事業者に対して計画段階から案内す
るよう努力していきます。

155
　開設後は、子どもの声が家の中にまで聞こえ、
防音壁を建ててくれたが、効果がない。

　民設民営であっても、区として運営の中で、事
業者と近隣の方々との間に入って調整するなど
の対処策を考えていきます。

156
　園長に直接、連絡を取ることができずに、企業
を通してのコミュニケーションとなっている。区立
と同程度にしてほしい。

　近隣との交流は大切なことであり、運営の仕組
みの中で良好な関係を望んでいます。

質問・意見の件数　　１０件

157

　教育、文化（政治を越える力をもつ）施設の図
書館施設を（利益追求、経済優先とする）企業施
設を同一視、混同することは大きな誤りであり、
危険性があります。いうまでもなく企業施設と「心
と頭脳を豊かにする」教養を培う施設（図書館）と
は全く異なるものでしょう。
　民営化によるデメリット（まるなげ）には、指導
管理体制の欠如がみられます。それは、業務に
携わる人材の資質や任務に対する勤務姿勢に
よることです。図書館の意義に対する認識が薄
く、時間内だけ従事すればよいという、いわゆる
アルバイトやパート的な場合が予測されます。本
来の目的達成ができません。コスト、経費節減に
よるために専門性のない人の雇用では、問題が
あります。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

８　図書館に関する質問・意見

(４)　民間が設置している保育園に関する質問・意見
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番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

158

　仮称南田中図書館基本構想の一つとして、「学
校施設の合築であることを生かし学校図書館と
の提携をはじめとする”学校支援のモデル図書
館”」があげられ、建設懇談会が学校支援分科
会を立ち上げモデル事業の検討をしています。
仮称南田中図書館は、学校教育、学校図書館と
深く関わることと成ります。このような図書館に指
定管理者制度導入すると練馬区としての学校支
援事業のノウハウが失われ、区の政策力が弱く
成ります。区の政策として、区立図書館と学校図
書館の連携、区立図書館の学校支援をしっかり
と立てることが大切を考えます。このようなことか
ら、仮称南田中図書館の開館時の指定管理者
制度導入はすべきではないと考えます。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

159

　練馬区立図書館の新設館及び委託拡大につ
いては、次の４つの理由から指定管理者制度を
適用すべきでないと考えます。
１．収益を目的とする民間企業が運営することに
無理がある。
２．３年ないし５年の契約であり、図書館の運営
の継続性、安定性、蓄積性が保証されない。
３．地域資料の確保、行政資料の保存などが、
おろそかになる。
４．教育委員会の政策立案力が弱まるおそれが
ある。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

160

　練馬区立図書館の指定管理者制度には、次
の理由から反対します。
１．練馬区が培ってきた「理想の図書館をめざ
す」という理念の実現が保証されない。
２．図書館の数（箱もの）や貸出数などは大事な
ことではあるが、質的評価は何ら行われていな
い。業務委託後の検証はされているのか。
３．保育園・図書館の委託反対の署名について
区議会はどう評価しているのか。
４．区議会においては「質の向上」をめざし一貫
した主張に基づいた審議がなされているだろう
か。
５．個人情報について「守秘義務は守られる」と
いう保証はあるのだろうか。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。
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番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

161

　平成18年8月に、生涯学習部光が丘図書館
は、（仮称）南田中図書館建設基本構想を策定
しました。さらに、建設懇談会が設置した「学校
支援分科会」で、「（仮称）南田中図書館におけ
る「学校支援」のモデル事業（素案）」が提案され
ました。「学校支援」のモデル事業（素案）を実現
するためには、「（仮称）南田中図書館における
「学校支援」のモデル事業（素案）」の各項に基
づいて、（仮称）南田中図書館に指定管理者制
度を適用するべきではありません。
①　多種多様な読書活動の支援
②　学校図書館の運営の充実の支援
③　学校図書館の活用の支援・（仮称）南田中図
書館の利用
④　学校間の連携・協力の支援
⑤　司書教諭等図書館担当教諭等の研修の支
援
⑥　学校図書館所蔵図書の情報化の支援
⑦　学校図書館の整備の支援
　東京23区で指定管理者制度を導入した区はい
くつかありますが、導入後まだ日が浅く、客観的
に検証・評価されていません。少なくとも、これら
指定管理者制度導入区の検証・評価を待つ必
要があります。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

162
　指定管理者制度導入の調査・検討に当たって
は、利用者、図書館職員の意向（問題点、提言）
をよく聞き確かめてください。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

163
　既に指定管理者制度を導入している他区図書
館の実態を調査し、問題点を具体的に確かめて
ください。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

164

　指定管理者制度導入には、次のような問題点
があります。
①図書館は、多くの事業の継続と一層の充実・
発展が求められ、新規事業も計画、要請されて
います。その展開には行政各部局との折衝や利
用者住民との協同が重要であり、区職員（図書
館協力員を含む）による計画、調整、実施が不
可欠です。
②ノウハウの蓄積や良質な専門サービスの継続
的提供ができない懸念
③区の図書館運営についての専門性やノウハ
ウが失われ、営利企業任せになる危険がありま
す。
④ボランティアの参加に支障が出ると考えられま
す。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

165

　（仮称）南田中図書館に営利企業による指定
管理者制度を導入することは問題があります。
1)学校教育支援事業のモデルを構築するのに
支障があります。
2)環境問題への取組にも支障が考えられます。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。

166
　区と共に育成していくNPOによる指定管理者制
度（ふるさと文化館方式）は、検討に値すると考
えております。

　指定管理者制度を図書館に導入することにつ
いては、様々なご意見があることを踏まえた上
で、（仮称）南田中図書館の管理運営形態の検
討を進めています。
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番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

質問・意見の件数　　　５件

167

　民間へ委託するメリットとしては、①サービスが
改善、作業が合理的になる期待感があること、
②競争原理が働くこと、③経費を含め今までより
経営実態がより明確になる期待感があること、
の３点が挙げられる。一方、デメリットとしては、
①行政の責任逃れとなり、管理が不十分となる
恐れがあること（責任の所在が不明瞭になり易
い）、②内容によっては、単独事業としては収益
構造が望めないものもあること、③特に、ライフ
ライン（電気・ガス・水道）や医療・治安・危機管
理に関係する事柄の委託は慎重にお願いしたい
こと、の３点を挙げる。

　受託者（指定管理者）が提供するサービス等に
ついて、区は設置者として適切に指導監督しま
す。なお、第二次区立施設委託化・民営化実施
計画では、ライフラインや危機管理などの委託
は考えておりません。

168

　民営化が必ずしも良い結果になるとは考えて
おりません。不都合な事態や区側と委託先との
責任の擦り合いになる事が起きない様、学識経
験者や区民の意見も反映した条例整備が必要
です。

　きちんとしたサービス提供が重要と考えてお
り、委託仕様書や指定管理者との協定に基づき
対応しております。なお、条例制定については、
現在のところ考えておりません。

169
　受託事業者が事件を起こした場合、利用者の
保護はどうなるのか。

　受託事業者に適切な対応を指示するとともに、
区は施設設置者として利用者の保護に責任を果
たします。

170
　スリム化に向けた取り組みは理解しているが、
スリム化のみならずリスク管理も併せて考えて
ほしい。

　区は、設置者として受託者（指定管理者）を適
切に指導監督することを通じて、リスク管理に努
めます。

171
　委託化・民営化は、質の低下がないように慎重
にすべき。民営化に際しては、指導・監督のあり
方を徹底してほしい。

　きちんとしたサービス提供が重要と考えてお
り、委託仕様書や指定管理者との協定に基づき
対応するとともに、設置者として受託者（指定管
理者）を適切に指導監督していきます。

質問・意見の件数　　　４件

172

　委託後のサービスの質について、利用者及び
区民がどう評価しているのか、その検証がなさ
れているのかどうか、参考資料では全くわからな
い。

　適正な管理を確保するため、業務報告書の提
出や、利用者アンケートの実施、運営委員会で
の運営状況の評価などを実施しています。

173

　なぜ第二次計画を急ぐのか。特に保育園の民
営化については、非常に多くの区民の反対が
あったにもかかわらず強行したのは、区民ニー
ズ無視も甚だしい。

　「区立施設委託化・民営化実施計画」の計画期
間は平成１６年度から１８年度まででしたので、
第二次計画として１９年度からの計画素案をお
示ししたものです。

174

　区民雇用の状況について、常勤者に対して非
常勤・臨時の割合が多すぎる。公的責任の放棄
ではなく、正規雇用を守り、公僕として区民の文
化生活や福祉を向上させるという使命感と意欲
をもった自治体職員を養成していくべきだ。

　受託団体による職員雇用は、法令に基づくも
のと認識しています。また、職員研修について
は、引き続き実施しています。

175

　第一次の計画で行った保育所３園、学童クラブ
１箇所において、民間委託後の子どもたちはどう
であったか、その効果はどうであったか。個々の
現状を知りたいと思います。

　いずれも適切なサービス提供がされています。
運営業務の民間委託が既に実施されている保
育園の検証については、検証結果報告書として
まとめ、各保育園でご覧いただけます。

１０　第一次計画に基づく実施状況等に関する質
問・意見

９　委託後の施設運営についての指導監督のあ
り方に関する質問・意見
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番号 区民からの質問・意見の要旨 区の考え方

質問・意見の件数　　　２件

176

　「経費削減」を言うのなら、「上石神井駅周辺ま
ちづくり」と称して、決まってもいない外環地上部
道路建設を前提にした調査活動にたくさんのお
金をつぎ込むのはやめてください。住民は望ん
でいません。介護や保育、住民の役に立つ区行
政を維持して下さい。

　練馬区では、上石神井駅周辺を練馬区都市計
画マスタープランにおいて生活拠点に位置づけ
るとともに、練馬区新長期計画において「生活し
やすいまちをつくる」ことを施策に位置づけて、
駅周辺の整備を進めることとしています。
　上石神井駅周辺のまちづくりでは、交通の利
便性や買物などの安全性・快適性を高めるとと
もに、地区の特性に配慮して、商業環境の向上
などを図ることを目標として、地元の上石神井駅
周辺地区まちづくり協議会と協働でまちづくりを
検討してきました。
　区としましては、都市計画道路の整備は、この
地域の南北交通を改善できるものと考えており
ます。

177

　何故、民営化を性急に実施するのか。区の財
政が潤沢の場合はそこまでのサービスは不可
能、といい、区の財政が逼迫してくると、現行の
サービス維持、拡充といい、区政の窮状を年配
者、幼児、障害者などの社会的弱者に責任転嫁
しているように感じる。今後の練馬区の教育に対
する姿勢を表明して頂きたい。

　練馬区教育委員会では、だれもがいつまでも
学ぶことができるために、区民の声を的確に反
映させた教育施策の展開を行うため、場や機会
の提供に努め、区民とともに歩む教育行政を目
指します。また、今後も民間の活力を導入して効
率的な事業実施を進めてまいります。

１１　その他の質問・意見
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